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ーアボ リジニ政策 と人 々の生活体験に関するノー トー

松 山 利 夫*

A Note on Government Policy and Urban Aborigines' Life Histories in 

                  Adelaide, South Australia

Toshio MATSUYAMA

   Since the first wave of European colonization, Australian 

Aborigines have suffered great damage to their society and traditional 

culture as a result of the repressive Aboriginal policies of the govern-

ment. Such policies, regardless of whether they were formulated by the 

colonial, state or federal government, are discussed first with regard to 

how they affected society as a whole during the last two centuries. 

   Consideration is then given to the contemporary problem of urban 

Aborigines. The prime source for understanding the latters' response to 

recent Aboriginal policies is provided by the life histories of individual 

Aborigine town dwellers which the author collected in Adelaide by 

means of personal interview. Four case studies are examined in detail to 

summarize the response to the common questions involved, namely: 

 1 / Why did you come and live in Adelaide? 

2 / What do you think of Aborigines living in the Outback? 

3 / How would you evaluate the educational programme which you 

   received? 

4 / What does the expression  'New Australian' mean to you? 

5 / What is your opinion of  'multi-culturalism'? 

   Their responses would appear to provide indispensable information 

and are applied to the personal data assembled for analysis and discus-

sion in this paper.
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1.は じめに

皿.オ ース トラリア ・アボ リジニ史の概 要

1.植 民初期

2.積 極的隔離から同化へ

3.同 化政策の時代

4.同 化策か ら多文化主義へ

皿.人 々の体験 とアボ リジニ政策

1,プ ロテ クターの統制下におかれ た

Betty氏

一 積極的隔離か ら同化政策の時代

(i)Betty氏 の生活体験

(ii)Betty氏 の生活 と時代背景

2.リ ザーブか ら都市へ移動 したJudy氏

一 同化政策 の時代

(i)Judy氏 の体験

(ii)Judy氏 の生活 の背景

3.ア ィ デ ソテ ィテ ィの 葛藤 を 生 きた

Margaret氏

一 同化 政 策 の 時 代

(i)Margaret氏 の 生 活 体験

(11)Margaret氏 の 生 活 の背 景

4,新 しい時 代 を 生 き るElizabeth氏

一 多 文 化 主 義 の 時代

(i)Elizabeth氏 の体 験

(ll)Elizabeth氏 の生 活 の背 景

】V.討 論一 都 市 に生 き る こ と

1.都 市 に住 む こ と

2.辺 境 に住 む 人 々に つ い て

3.学 校 教 育

4.NewAustralianと 多 文 化 主 義

V.ま とめ

1.は じ め に

先住民アボ リジニが,イギ リス系オース トラリア人をホス ト社会とする多民族国家,

オース トラリア連邦の成員になったのは1967年 のことである。その彼らは,1970年 代

中葉か ら主張されは じめた多文化主義のもとで,大 多数を占める都市のアボ リジニを

中心に,80年 代にはあらたな文化の創造を模索 してきた。それはオース トラリア ・ア

ボ リジニ史の1つ の帰結なのかもしれない。彼らはイギ リスからの植民者 と遭遇 して

以来200年 以上にわたってt植 民地政府をは じめ州および連邦政府の政策の もとにお

かれてきたのであ り,そ れによって彼 らの生活文化が失われ,あ るいは大きな改変を

余儀なくされてきたからである。

報告の意図 この報告ではまず,そ うしたアボリジニの生活文化に大きな影響を与

えた主要な政策の概要を,オ ース トラリア ・アボ リジニ史 という枠組みのなかで展望

する。そのうxで,こ こではその時どきの政策に規定されて生きてきた人々,と りわ

け都市に居住することになったアボ リジニの体験を記述しようと思 う。

彼 らは居住地を失い,固 有の言語を失 くし,自 らの生活文化を喪失 した人hで ある。

あるいは彼らは,都 市への移動のために自民族集団からの断絶を余儀なくされた人々

でもある。そ うした都市のアボリジニは,貧 しいヨーロッパ人労働者とかわるところ
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のない,「 固有の文化をもたない人h」 と周囲からも認識され,自 らもそ う認識 して

きた。それは彼らが,辺 境にあって伝統指向的な生活をおくる人々に比べて,よ り直

接的に政策のもとにさらされてきた結果とみられる。

そ うした都市のアボリジニの生活体験の記述は,州 および連邦政府のアボリジニ政

策をアボ リジニの側からあらためてみなおそ うとする試みである。この試みは,都 市

の居住者が,そ れぞれの時代の政策にどのように対応してきたかを明らかにすること

になるだろう。現在の多文化主義政策のもとで,彼 らが都市社会に構築しようとして

いる文化,い わば 「都市のアボ リジニ文化」 も,こ の文脈のなかで把握されるべきも

のと思 う。

こうした試みには,多 様な境遇を生きた数多 くの人hの 生活体験の記述と分析 とが

必要である。しかしここではとりあえず,南 オース トラリア州の州都アデ レー ドで面

接できた うちから4人 の例をとりあげ,人hの 生活体験とアボ リジニ政策とのかかわ

りを,時 代を くぎる政策との対応のなかでみてみたい。それには,被 面接者の発言を

できるだけ忠実に再現 し,ついで各種の体験をもたらした政策を記述することに した。

そのうえでこの4人 をは じめ,様 々な経験をもつ人 々との面接をとおして得た事実を

もとに,彼 らが模索しつつある 「都市のアボリジニ文化」についても考えてみること

にする。ただ し,こ れらはいずれも試みにすぎず,こ れは予備的な調査報告の域をで

るものではない。報告のタイ トルを 「ノー ト」 としたのはそのためである。

皿.オ ー ス トラ リア ・ア ボ リジ ニ史 の概 要

フ ィ リ ップ総 督 に ひ きい られ た サ プ ライ号 が ボ タ ニ ー湾 に到 着 し,シ ドニ ー ・コ ー

プ にイ ギ リスが 植 民 地 を 開設 した の は,1788年 の こ とで あ る。 そ の 後 オ ー ス トラ リア

は1823年 に流 刑 植 民 地 か らイ ギ リス 領植 民 地 と な り,1901年 に は オ ース トラ リア連邦

を結 成 す る。

オ ー ス トラ リア が 国家 と して発 足 した この 当時,こ の 国 は現 在 み る よ うな多 民 族 国

家 の様 相 をす で に示 して い た。 た とえぽ イ ギ リス議 会 が 南 オ ー ス トラ リア の植 民 に 関

して,FoundationActを 制 定 し,南 オ ー ス トラ リア を 「無 住 の 土 地 」と規 定 した1834

年 の4年 後,ド イ ツか らの移 民 が南 オ ース トラ リア に移 住 す る。 また1841年 の 自由移

民 へ の 囚人 割 当 制度 の廃 止 と50年 代 の ゴ ール ド ・ラ ッシ ュに と もな う労 働 力不 足 を背

景 に,シ ソガポ ール を経 由 して 多数 の中 国 人移 民 が この大 陸 に流 入 す る。 さ らに,こ

の 頃 ま で に囚 人 を含 む約5万 人 の ア イ ル ラ ン ド人 が お く りこ まれ,60年 代 に は 内陸 開
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拓 のた め の ラ ク ダ と と もに 多 数 の ア フ ガ ソ労 働 者 の 移 住 を み た の で あ る[IYIOLONY

...

これ ら の多 様 な 民族 の オ ー ス トラ リアへ の 移 住,と りわ け 南 オ ー ス トラ リア植 民地

へ の受 け 入 れ に 関 して は,日 本 も無 関係 では な か った。 南 オ ース トラ リア植 民 地政 府

は1863年 に 北 部 特 別 区(現 在 の ノ ーザ ンテ リ トリー)を 所 轄 す る と,76年 に は この地

域 の 開拓 のた め に 日本人 の移 住 を 勧誘 した ので あ った 。 ただ し,こ れ は西 南 戦 争 の た

め た ち消 えに な った 【ク ラー ク1978]。

1.植 民 初 期

こ うして多 民 族 国 家 と して発 足 した オ ー ス トラ リアY'は,い うまで もな く先 住 民 ア

ボ リジニが 含 まれ て い た。 しか し彼 らは1788年 の 植 民 開始 以 後1901年 の連 邦 結 成 まで

の 間 に,大 陸 の 各 地 や タ ス マ ニ ア で,す で に多 くの 人hを 失 って い た。

た とえば,ボ タ ニ ー湾 を領 域 に も ったEora(Kaddigal)は,1790年 に人 口が3人 に

減 少 して いた 。 あ るい は,1804年 に 植 民地 とな った タス マ ニ ア(1855年 ま で タ スマ ニ

アは ・ミソデ ィ ー メ ソ ズ ラ ン ドと よぼ れ た)で は,1830年 当時,ア ボ リジ ニ人 口は 約

500人 た らず に な って いた 【MoLoNY1988】 。 それ か ら60年 ほ どた った1888年,タ ス

マ ニ ア人 最 後 の女 性 トル カ ニ ニが死 亡 し,純 血 の タス マ ニア人 は 滅 亡 した。

そ うした なか で,タ ス マ ニ ア を除 く各植 民 地 政 府(1850年 代 に 各植 民 地 に 自治 権 が

付 与 され る)は 開 拓 地 に 小規 模 な居 留 地 を設 け,ア ボ リジ ニ の保 護 と隔離 をす す め る

こ とに な る。 しか し,狩 猟 採 集 民 で あ る彼 らに とって,そ れ は 生 計 を維 持 す るに 足 ら

な か った。 そ の一 方 で 入植 者 の土 地 不 足 か ら,そ の居 留地 は ほ どな く閉鎖 され,ヨ ー

ロ ッパ か らの入 植 者 に 売却 また は リー ス され る。 た とえ ば南 オ ース トラ リア植 民 地 で

は,1860年 に設 置 され た42の リザ ー ブの うち35は,時 を おか ず に入 植者 に リー ス され

た 【SCHWAB1991]。

2.積 極的隔離か ら同化へ

この一連の動きを背景Y',1850年 代から60年代にかけて,キ リス ト教会各派は各地

ノにミッション の建設をはじめる
。 これら初期の ミッションは,ア ボ リジニを定住させ

保護すると同時に従来の狩猟採集にもとつく生活や社会組織の放棄を要求 し,彼 らに

キリス ト教の価値観を植えつけることを目的 とした 【GALE1972:45]。 これが白人 と

の間の抗争を避けるとい う意味でアボリジニの 「保護者」であり得たのは,ほ ぼ20世

紀初めごろまでのこととみられる。その当時,一 般的な白人のアボ リジニ観は,彼 ら
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は 自然 に 白人社 会 に 同化 す るだ ろ うとい うもの で あ った 。

この ア ボ リジ ニ観 を 公 式 に 否 定 した のが,1911年 に制 定 され たAboriginesActで あ

る。 す べ て の ア ボ リジ ニ と アボ リジ ニ の 出 自を もつす べ ての 人 を対 象 と した この 法 律

は,彼 らの 自然 な同化 とい う考 え 方 を否 定 す る。 そ の うえ で,従 来 のミッション の経

験 に も とつ い て,ア ボ リジ ニを リザ ー ブY'積 極 的 に 隔離 す る こ ととな った。

そ の た め の行 政 機 関 と して,南 オ ース トラ リア州 政 府 にはAboriginalDepartment

が設 置 され る。 そ の機 関 の長 チ ー フ ・プ ロテ クタ ーに は,こ の法 律 に も とつ い て21歳

未 満(後 に18歳 未 満)の ア ボ リジ ニの 法 的後 見 人 とな る権 限 が与 え られ た 。 これ に よ

って チ ー フ ・プ ロテ クター は,彼 らの リザ ー ブ か らの移 動 を制 限 し,彼 らの個 人的 な

財 産 を 管理 す る な ど,個 々の ア ボ リジ ニに 対 して強 い権 限 を もつ に いた った 。

さ らに1918年 に はCommonwelthAboriginalOrdinanceが 制 定 され る。 これ に よ っ

て プ ロテ ク タ ーは,英 語 の読 み書 き と算 数 を 主 とす る ヨー ロ ッパ型 の教 育 を 施 す た め

に,ア ボ リジ ニの 子供 を 親 も とか らひ きは な し,特 定 機 関 に 収 容 す る権 限 を も った 。

3.同 化政策の時代

1930年 代 に な る とア ボ リジ ニ(こ こでは 純 血 の 人 々の こ と)は リザ ー ブに保 護 し,

パ ー ト ・ア ボ リジ ニ(混 血 ア ボ リジ ニの こ と)は 極 端 に 賃金 の安 い労働 者 と して 白人

社 会 に 吸 収 し,積 極 的Y'同 化 す べ きだ とす る考 え方 が 一 般 化 して くる1)。そ して1939

年,さ きのAboriginesAct1911が 改 正 され る。 この改 正 に よ って,ア ボ リジ ニは混

血 の 度 合 に かか わ りな く,個 々人 の生 活 や知 性 の水 準,同 化 の程 度 を も とに ア ボ リジ

ニに 課 せ られ た法 的 義 務 一 リザ ー ブで の居 住,酒 の保 有 と消費 の禁 止,ア ボ リジ ニ

女 性 が 白人 男性 と交 際 す る こ との禁 止 な ど を免 除 す る規 定 が も りこ まれ た 。 これ

に適 合 した 者 は 「以前 の ア ボ リジ ニ」 と され た の で あ る 【PIERSONl982:190-191】 。

そ う した 同化 策 を よ り一 層 強 化 した のが,1951年 に連 邦 政 府 に よ って採 用 され た 同

化政 策 であ る。 この政 策 は,す べ て の ア ボ リジ ニ とパ ー ト ・ア ボ リジ ニは,他 のす べ

て の オ ー ス トラ リア人 と同 じ生 活 様式 に したが い,他 の人 々 と同様 の 権利 と責 任 を も

つ こ とを規 定 した 。 それ ゆ えに この 同化 策 は,オ ース トラ リアの 大 衆 に と って,ア ボ

リ ジ ニ のアイデンティ テ ィを 否 定 す る 法 的 な 根 拠 と な った の で あ る 【CREAK田R

1988:47]0

1)エ ルキ ンは,こ の時代の アボ リジニ政策を検討 した うえで,近 い将来,ア ボ リジニに関す

る統一的な政策を策定 し,か つ彼 らに市民権 を与え るための具体的 な提言をお こな っていた

[】三LKIN1944】o
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こ う した 同化 策 が 採 用 され た1950年 前後 の ころ,オ ース トラ リアは 北 ・南 ヨー ロ ッ

パ な どか らの大 量 の移 民 を うけ入 れ る。 そ れ が い わゆ るNewAustralianと よぼ れ る

人 々を 生 み だす こ とにな った。 このNewAustralianの 形 成 は,プ ロテ ク タ ーの管 理

下 で,リ ザ ーブやミッション に生 活 して きた ア ボ リジ ニを都 市 へ移 動 させ る1つ の要

因 とな った。

ゲ ール に よる と[GALE1972:34」,当 時 の移 民 は充 分 な英 語 会 話 能 力 を もた な いに

もか か わ らず,都 市 社 会 に 吸 収 され て い った 。 これ に対 して ア ボ リジ ニは つ ぎの よ う

に考 え て いた とい う。 「これ らの移 民 が都 市 で仕 事 を得 る こ とが で き家 を もて る のな

ら,な ぜ 我 わ れ 古 い オ ー ス トラ リア人 が そ れ を で き ない の か 」。 こ うした考 え方 が 強

くな り,そ れ が誘 因 の1つ とな って ア ボ リジ ニは都 市 へ 移動 しは じめた の だ とい う。

あ る いは また,こ れ よ りまえ の第 二 次 大 戦 の 勃発 に よる都 市 部 で の 労働 力 不 足 も,ア

ボ リジ ニを都 市 に導 く大 きな要 因 とな った 。

1950年 代 に 本格 化 す る ア ボ リジ ニの都 市 移 動 に は,当 時 の オ ース トラ リアに お け る

周 辺 地 域 の経 済 や 労 働 市 場 の 変化 農 場 で の機 械 化 の進 展 と単純 労働 者 の 雇 用機 会

の減 少,農 村 か ら都 市 へ の 一般 的 な人 口移 動 の影 響 な ど一 や,リ ザ ー ブや ミ ッシ ョ

ンに おけ る外婚 制 の維 持 の困難 さ[G凡EandWuNDERslTz1982:45],同 化 策 に も と

図1ア デ レー ドの ア ボ リジ ニ人 口 【G乱El972:72]
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つ いた 州 政 府 に よ る リザ ー ブか ら一 般 社会 へ の 流 入 の 促 進 【GALEl972:72】 を は じ

め,病 気 の治療 を 目的 とす る もの な ど多数 の要 因 が複 合 的 にか らんで いた とみ られ る2)。

そ の 結果,都 市 に 居 住 す る ア ボ リジ ニ人 口は,図 に 例 示 した ア デ レー ドの よ うに急

速 に増 加 した 。 そ の彼 らの生 活 は,後 に エ ッカ ー マ ソ 【ECKERMANN1977】 や ラ ソ ト

ン 【LANGTONl981】,ク リー マ ー 【CREAMER1988:47】 らが反 省 を こめ て 指 摘 す る よ

うに,貧 しい 白人 と変 ら ない とす る 「固 有 の文 化 を もた ない 人h」 とみ られ た 。 あ る

い は彼 らは 文 化 を喪 失 し,そ れ を補 うべ き もの を もた な い人 々 とみ られ た の で あ る。

4.同 化策か ら多文化主義へ

そ の アボ リジ ニは,一 時的 で あ るに せ よ,都 市 の 労 働 市場 で一 定 の地位 を 占め た。

そ の一 方 で,辺 境 の ア ボ リジ ニ人 口 も急速 な回 復 を み せ て い た。 こ の事 実 は,同 化 策

を 採 用 した 当 時 の 認 識 ア ボ リジ ニ は いず れ 消滅 す る を くつ が え す こ とに な

り,連 邦 政 府 は1962年 にAboriginalAffairsActの 制 定 に ふ み きる。 こ の法 律 は ア ボ

リジ ニが 全 体 社会 の一 部 を 構 成 す る こ とを認 め,そ の彼 らの 同 化 の 促進 を うた った も

の で あ った 。

この 法 律 に よ って,か つ て のAboriginesActl911に 規 定 され た数hの 制 限

チ ーフ ・プ ロテ ク タ ーが ア ボ リジ ニ子 弟 の法 的 後 見 人 とな る権 限,リ ザ ー ブ で の居 住

の 義 務,お よ び ア ル コ ー ル の保 有 と消 費 に 関 す る制 限 な ど や,AboriginesAct

l939に 定 め られ た特 定 の条 件 を満 た した ア ボ リジ ニ の法 的 義 務 免 除 の規 定 な ど,差

別 的 な 規制 を解 除 す る こ とに な った 。 こ うしてAboriginalAffairsActは,ア ボ リジ

ニ史 の1つ の 時代 を くぎ る もの とな った 。 しか し,そ の主 旨は な お 「同化 の 促 進 を 援

助 す る」 こ とに あ った ので あ る。

この こ ろ連 邦 お よび州 政 府 は,ア ボ リジ ニ社会 へ の住 宅 や 医療 な どに関 す る援 助 を

継 続 して お こな う一 方,平 等 主 義 的 な考 えに も とつ く法 律,た とえ ば ア ボ リジ ニ の土

2)1966年 当時におけ るアボ リジニの アデ レー ドへ の移動要 因 として,ゲ ールはつ ぎの8つ を

あげ ている 【GALE1972:86-89】 。

①親 族関係 にも とつ くもの:す でに都市に居住す る親族をた よ って移動。 これ は全体 の

30%を 占め最大。

② 格別 の理 由をもた ないもの:明 確な理由をもたないが,都 市での新 しい生 活を期 待 して

移動 。1

③ 仕事を求めてきた もの。

④ 教育上の理 由:リ ザ ーブでは当初は初等教育 のみ。

⑤病気の治療:特 殊 な,ま たは長期 の治療を必要 とす るため。

⑥法律違反老:ア デ レー ドに送還 され禁固刑を受けた者。

⑦養育施設に収容 された り,里 子 として都市に移動 した子供。

⑧ スポーツ ・クラブへ の加入を 目的に した もの:若 者 が中心だが,ご く少数。
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地 に関 す る権 利 を 最初 に 認 め た南 オ ース トラ リア州 に おけ る土 地 信 託 法(Aboriginal

LandTrustActl966),ア ボ リジ ニ の公 共 の場 所 へ の参 加Vy効 果 を もた ら した 差 別禁

止 法(ProhibitionofDescriminationAct1966)な どを制 定 す る。

そ の後,連 邦 政 府 の ア ボ リジ ニ政 策 は,同 化策 か ら同化 を 否 定 す る1965年 の統 合政

策 をへ て,1972年 にはSeif・Determination政 策 へ と変 化 して い った 。 このSelf-Deter一
ノ

urination政 策 は,オ ー ス トラ リア 国民 と して の ア ボ リジ ニが,い わ ゆ る ア ボ リジ ニ

問題 を 含 め て,自 ら解 決 策 を 選 択す る よ う奨 励 した もの で,政 府 は そ の選 択 に つ いて

積 極 的Y助 す る と した もの で あ った。

連 邦 政 府 の 政策 と して これ が 採 用 され た頃,い わ ゆ るア ボ リジ ニ問 題 に つ い て は,

Self-DeterminationApproachが 台 頭 す る。 心 情 的 に社 会 問題 と うけ とられ る事 柄 を

記 述 ・分 析 し,彼 らが もつ と推 測 され る利 害 を 精 力 的 に サ ポ ー トしよ うとす る この方

法 は,ア ボ リジ ニの ため に 彼 らの 国 家 レベ ル で の統 合 な い し組 織 化 の 必要 性 を 強調 す

る[TxrELE1984]。 こ う して72年 ごろにPan-NationalAboriginalityの 概 念 が創 出 さ

れ る。 これ は オ ース トラ リア社 会 に お け る ア ボ リジ ニの地 位 を め ぐる政 策 に,大 きな

影 響 を与 え る こ とに な った 【JONESandHu.レBURNETT1982:219】 。

そ の意 味 で注 目 され るSelf-Determination政 策 が 採 用 され た後 の1975年,モ リス に

よ る と 【MORRISl988:67】,CommonwelthCommitteeonCommunityRelationsは 多

文 化主 義 につ いて,ほ ぼつ ぎ の よ うな 主 旨 の報 告 を お こな った 。

多文 化 主 義 は 何 よ りもまず,オ ース トラ リア社 会 を 構 成す るす べ て の 人 々 と機 関 が

もつ寛 容 性 な らび に そ の文 化 的 な 差 異 へ の期 待 に も とつ く もの で あ り,各 々の エ ス ニ

ック ・グル ー プが 通 常 の意 味 での 文 化 的 ・社 会 的 な組 織 や機 関 の設 置 た とえ ば メ

デ ィア や ク ラブ,コ ミュ ニテ ィ組 織 な どの設 置 を可 能 に す る もの であ る。 そ して

この政 策 が最 終 的 に め ざす と ころは,利 己 的 プ ロ グ ラム の過 度 の強 調 を排 した うえで

の,民 族 の 多面 的 な結合 で あ る。

これ は1966年 にお け る再 度 の大 量 移 民 の受 け 入れ と,73年 の 当時 の移 民 大 臣 に よ る

民 族差 別 の否 定 に関 す る発 言 を背 景 に して 公表 され た。 そ して大 局 的 には この 多 文 化

主 義政 策 が,ア ボ リジ ニの い わゆ る文 化 復 興運 動 を促 進 させ る こ とに な った 。 そ れ は

多 文 化 主義 の も とで,他 の エ ス ニ ッ ク ・グル ー プか らア ボ リジ ニを 区別 す る政 治 的 な

必 要 性V'端 を発 してい た。

す で に1967年 の 国民 投 票 に よ って オ ー ス トラ リア 国 民 で あ る こ とが確 認 され た もの

の,ア ボ リジ ニに関 して は土 地 権 に代 表 され る よ うな 固有 の 問題 が な お数 多 く残 され

てい た 。 そ れ ゆ え に ア ボ リジ ニを他 の エ ス ニ ック ・グル ー プか ら区別 す る政 治 的 必 要
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性 が あ った ので あ る。 そ れ は連 邦 政 府 部 内 に設 け られ て い た ア ボ リジ ニ局 が,72年 に

省 に 格上 げ され た こ とか ら も うか が うこ とが で きる。 そ して そ の必 要 性 は 同 時 に,誰

が ア ボ リジ ニか を あ らた め て 問 い な おす こ とに な った 。 この アボ リジ ニの 認 定 を め ぐ

っ ては,公 式 に は 自己 認 識,ア ボ リジ ニの 出 自を もつ こ と,コ ミュニ テ ィが ア ボ リジ

ニ であ る こ とを承 認 す る こ との いず れ か に よ って お こなわ れ る。

そ れ は 個hの ア ボ リジ ニに と って 「私 は 誰 な の か」 とい う自己確 認 を 要 求 す る こ と

に な る。 そ の こ とが 都 市 の 居 住 者 を は じめ とす る ア ボ リジ ニに 自 らの 祖 先 を探 索 さ

せ,過 去 の 文 化 を思 い お こ させ,ド リー ミング(ト ーテ ム)が も っ牟象 徴 性 を回 復 さ

せ る とい った 影 響 を もた ら した 【MoRRIs1988:731。 それ を契 機 の1つ と して,彼 ら

は あ らた な文 化 創造 の運 動 を 展 開 す るの で あ る。

これ に対 して 一般 の オ ー ス トラ リア社 会 には,1980年 代 中葉 以 後,こ れ ま で とは異

な る ア ボ リジ ニ観 が 生れ て くる。 そ れ が いわ ゆ る ホ ワイ ト ・バ ッ クラ ッシ ュで あ る。

これ は ア ボ リジ ニへ の政 府 援 助 のあ り方 に関 す る世 論 調査 に お い て,援 助 は ほ ぼ適 正

な い し不 充 分 とす る者 が1976年 には75%で あ った のに 対 し,1990年 に は これ が37%に

減 少 した こ とな どに 反 映 され る現 象 であ る 【GooTandRovsEl991】 。 近年 の オ ース

トラ リア社 会 にお け るア ボ リジ ニ社 会 へ の ネ ガ テ ィブな 意 見 の増 加 を,こ の現 象 は暗

示 す るの で あ ろ うか 。

皿.人 々の体 験 とア ボ リジ ニ政 策

イギリスの植民以後におけるアボ リジニ史は,ほ ぼこうした4つ の時期に区分でき

る。その うちここでは,植 民初期を除 く時代を都市に生きた人hの 生活体験を記述し,

そのなかから時どきの政策をとらえてみたい。事例にはアデレードで面接できた人々

のうち,4人 のいわゆる混血のアボ リジニ女性をとりあげる。それは,ト ライバルな

社会を離れた人々のアイデンティ ティが,身 体的特徴や文化的特徴ではなく,個 人的

な歴史の連続性にもとついているとされるからである 【CowLlsHAw1987】 。

なお,こ こで対象とする話者がすべて女性であるのは,イ ソフォーマソトとの間の

仲介をしてくれたのが女性であったことの結果である。またイソフォーマソトのプラ

イバシー保護のため,氏 名は仮名に,職 業は現実にほぼ対応するとみられる職種にお

きかえた。
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1.プ ロテクターの統制下におかれたBetty氏 積極的隔離から同化政

策の時代

Betty氏 は1920年 ご ろ ノ ーザ ンテ リ トリーの ボ ロ ロー ラBorroloolaに 生 れ,1910年

代 の 積極 的 な隔 離 の 時代 か ら50年 代 に か け て の 同化 政策 の時 代 を 生 きた現 在73歳 前 後

の人 で あ る。 彼 女 は1930年 代 か ら40年 代 まで と,46年 か ら現 在 ま で ノ ー ザ ンテ リ ト

リーの 州都 ダー ウ ィ ンに居 住 して きた。 そ の 間 に9人 の子 供 を育 て る。 現 在 は 老 齢年

金 で 生 活 して い る。彼 女 との面 接 は,55歳 に な る長 女 を たず ね て アデ レー ドへ きた 際

に お こな った。

(i)Betty氏 の生 活 体 験

私 の母 は フル ・ブ ラ ッ ドで,母 の トライバ ル言 語 はYanula(Janjula),父 は ヨー ロ

ッパ 人 で した 。 生年 は知 りませ ん が,1928年 ご ろ8歳 で ダー ウ ィンの ド ミ トリーに送

られ た とい うか ら1920年 ごろの 生 れ で す。 誕 生 日は 自分 で オ ー ス トラ リア ・デ ーに 決

め ま した。 生 れ た場 所 は ボ ロ ロー ラです 。 そ の頃,ハ ー フ ・カ ース ト(混 血 ア ボ リジ

ニの こ と)の 子供 は,ド ミ トリーに 入れ られ ,英 語 の読 み 書 きを 教 え られ,白 人 の 日

常 生 活 を学 ぶ こ とに な ってい ま した。

そ の せ いか ど うか,き っ とそ の せ い だ と思 い ます が,母 は 私 を 連 れ て ポ ロmラ か

ら逃 げた こ とが あ りま した 。 何 日 も何 日も歩 い て,木 の ない ス ピ ニ フ ィ ッ クス(乾 燥

地 に 生 え る数 種 の 草本 の総 称)ぼ か りの とこ ろへ 行 った こ とが あ りま した。 ク ィソズ

ラ ソ ド州 境 に 近 い と ころだ った か も しれ ませ ん 。 デ イ リー ・バ ッグ(編 み 袋)か 何 か

を も って い ま した が水 が な く,木 に傷 をつ け て 幹 か ら出 る水 を 飲 ん だ こ とを 覚 え て い

ます 。

そ ん な こ とが あ ってか ら後 の あ る 日,チ ー フ ・プ ロテ クタ ーが きて,私 を 親 も とか

ら連 れ さ りま した。 そ の時,母 に 「英 語 の読 み 書 き,会 話 を 学 ん だ ら家 に帰 す 」 とい

い ま した が,そ れ き り私 は 母 に会 って い ませ ん 。

ボ ロ ロー ラか らダーウィン へ は 馬 と鉄 道 を 乗 りつ い でい き ま した。 一 緒 に い った の

は ほ ん のわ ず か の人 だ った と思 い ます 。

ダー ウhソ に着 く と,ト ラ ックで ド ミ トリーへ送 られ ま した。 そ こ で の生 活 は外 の

社 会 か ら完 全 に 隔離 され て い て,私 た ちは 外 で 何 が お こ って い るのか 全 く知 りませ ん

で した。 ド ミ トリーで の 生 活 は条 件 が 悪 く,食 べ る もの も衣 類 も充 分 で は あ りませ ん。

それ に当 時,こ こに入 れ られ た子 供 は シ ラ ミが つ か ない よ うに とい っ て,男 の 子 も女
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の 子 もぽ うず 頭 に され て い ま したfOけ れ ど私 た ち は お 互 い に連 帯 感 を も っ て いた の

で,孤 独 感 は あ りませ ん で した。

この ド ミ トリー に は14歳 ごろ ま で い ま した。14歳 に な った と き,チ ー フ ・プ ロテ ク

タ ー は私 に ナ ース ィ ングの 仕事 を くれ ま した。 そ の仕 事 は 入 院 して い る ア ボ リジ ニの

女 性 の世 話 一 切 を す る こ とで,薬 を飲 ませ た りも し ま した 。 この 仕事 は きつ くて,朝

6時 には じま り2時 ま で働 い て昼 食,そ して4時 か ら7時 まで再 び仕 事 で した。

そ の 頃 の私 の 給 与 は週 当た り30シ リング で した 。 で もそ れ を 直 接 うけ とる こ とは な

く,す べ て政 府 の ア ボ リジ ナル ・ トラス ト ・フ ァン ドに入 れ ま した 。 お金 が い る と き

に は マ ネ ー ・オ ー ダ ーす る と,チ ー フ ・プ ロテ ク タ ーが2ポ ソ ドとか5ポ ソ ドとか の

証 書 を くれ ま した 。2ポ ソ ドだ と映 画 を み て,ち ょっ と した ア メな どの 買 い物 が で き

ま した 。5ポ ソ ドだ と ドレスを 買 った りしま した 。 この頃,チ ー フ ・プ ロテ クタ ーは

ア ボ リジ ニの家 庭 の なか や生 活 の ス タイ ル,仕 事 ま です べ て の こ とを コソ トロー ル し

て い ま した。

この ホ ー ム(ド ミ トリーの こ とを 彼 女 は1回 だけ ホ ー ム と表 現 した)で は,パ ー ト

1・2・3,そ れ か ら グ レー ド1・2・3の 教 育 を うけ ま した 。英 語 の読 み 書 きや 会

話 は これ で な ん とか な りま した。

ナ ース ィ ソグの 仕事 を6年 間 や った あ と,仕 事 を やめ て 結婚 し ま した 。 夫 は 西 オ ー

ス トラ リア州 の ブル ー ムか ら ダ ー ウ ィ ンに きた ハ ー フ ・カ ース トで,私 は 結 婚 まえ に

夫 との 間 に2人 の 子 供 を生 んで い ま した 。1937年 と1938年 です 。

結 婚 す る とす ぐ夫 は軍 隊 に入 隊 しま した 。 私 と2人 の子 供 は 戦争 が は じま る と,夫

の ス テ ップ ・マザ ーを 頼 って ブ リス ベ ンに疎 開 しま した。

ブ リス ベ ソで はダーウィン か ら疎 開 して きた6家 族 が1つ 家 に 住 み ま した 。 とい う

の も ブ リス ベ ソは ダ ー ウ ィ ン よ り都 会 で,そ こで の 生 活 が こわ か った か らです 。1942

年 にダーウィン が 爆 撃 され た と聞 い て か らは,た く さん の 人 た ちが 疎 開 して き ま し

た 。 当 時 は夫 の送 金 と子 供 の養 育 保 険 で生 活 しま した 。

1946年 に 私 た ち は ダー ウィ ンに も ど り,軍 隊 が南 へ 帰 って い った あ との ア ー ミー ・

キャンプ,い ま の ス チ ュア ー ト ・パ ー クに住 み ま した 。 そ こに はた くさん の ア ボ リジ

ニが暮 ら して い て,当 時 は ブ ラ ック ・キャンプ と よぼ れ た と ころ です(図2)。

軍 隊 をや め た夫 は戦 争 で 破壊 され た ア ボ リジ ニ集 落 の 建設 工 事 の仕 事 を 得 た の で,

私 た ち は仕 事 場 に近 い ダー ウ ィンの対 岸 に 移 りま した。 け れ ど不便 な とこ ろな の で,

ほ どな く して ダ ー ウ ィ ンの ラ ラキ アV'も ど りま した。 夫 は 酒 飲 み で よ く酒 に 酔 って い

ま した 。私 は この 頃 か ら しぼ ら く,政 府 の ア ボ リジ ニ関 係 の 仕 事 に つ き ま した 。
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図2ダーウィン とその近郊

そ して1973年 に フ ァ ニー ・ベ イ の借 家 に移 りま した が,74年 に サ イ ク ロー ソ ・ ト

レー シ ーが きた と き,夫 は 家 の下敷 に な って 死 ん で しまい ま した。 私 た ちの 間V'は,

生 れ てす ぐな くな った男 の 子 を 合 せ て7男3女 が あ りま した 。 この サ イ ク ロー ソの保

障 金 が入 っ たの で,そ のお 金 で1975年 に フ ァニー ・ベ イ に家 を 買 い ま した 。

そ の 間,私 は9人 の子 供 を育 て るの に大 変 で した。 貧 しい暮 しの なか で夜11時 に な

って もま だ,あ した 子供 が 学 校 へ 着 て い く服 を 洗 濯 した り してい た もの で した 。 そ の

子 供 た ち は 今,み ん な結 婚 して独 立 して い ます 。 そ の うち の長 女 が アデ レー ドに 住 ん

で い る の で,会 い に きた と ころで す 。

私 は ド ミ トリーに 入 って文 明化 しま した け れ ど,す べ てを プ ッシ ュに おい て きて し

まい ま した。 ず っ と 白人 社 会 のな か に育 った ので,母 の トライバ ル な言 語Yanulaは
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話せません。Yanulaが 話せる最後の女性がつい先日なくなったと聞きました。私た

ちの言葉を完全に話し,理 解できる人はもういないと思います。

(ii)Betty氏 の生 活 と時 代 背 景

Betty氏 が 幼 少期 か ら青 年 期 を す ご した の は,積 極 的 な 隔 離 か ら同 化 政策 の時 代 に

か け てで あ る。 そ の 彼 女 は1920年 ごろ,Yanulaの 母 と ヨ ー ロ ッパ 人 の 父 との 間 に生

れ た 。 この 当 時 は,北 オ ース トラ リアに お け る最 初 の パ ス トラル ・ブ ー ムの あ とに 相

当す る。彼 女 は 父 の職 業 に つ い て は何 も語 って い な いが,彼 は おそ ら くこの 地 に進 出

した 牧 牛者 の1人 で あ った と思わ れ る。

そ のBetty氏 は8歳 の ころ,チ ー フ ・プ ロテ クタ ー に よ って 「ド ミ トリー」 に 収 容

され る。1928年 ごろ の こ とで あ る。 当時 は す で にAboriginesAct1911カ ミ施 行 され て

お り,彼 女 が 生 れ た ボRロ ー ラを含 む 北 部 特 別 区 は,1911年 か ら連 邦 政 府 が 所 轄 して

いた 。 した が って彼 女 は,こ の 法 律 につ づ く1918年 のCommonwelthAboriginalOr-

dinanceの 規 制 を うけ て 「ドミ トリー」 に収 容 され た の で あ る。

彼 女 が 「ドミ トリー」 と よん で い る のは,ダーウィン ・ア ボ リジナ ル ・コ ンパ ウ ン

ドで あ る。 政 府 が 運 営 した こ の組 織 は,幼 児 期 を す ぎた ア ボ リジ ニの 子 供 を収 容 す る

こ とで彼 らを トライ バ ル な社 会 か ら保 護 ・隔 離 し,同 化 させ る こ とを 目的 に,ダ ー ウ

ィ ン郊 外 の ミ リ リ ィ ・ポ イ ン トに1910年 ご ろ 開設 され た 。 こ こ に は1914年 以 来,グ

レー ド3ま で の教 育 を お こな う学 校 が 開設 され て いた 。 そ こに収 容 され13～14歳 に成

長 した 少 女 は,ダ ー ウ ィ ンの 一 般 家 庭 へ の 家 事 労 働 力 の プ ー ル とな った の で あ る

【Cu㎜Gs1990:17-20]。

こ うして積 極 的 な隔 離 の 時代 に少 女 期 を す ご したBetty氏 は,1934年 とみ られ る14

歳 の ころ,チ ー フ ・プ ロテ クタ ー の斡 旋 で,ナ ー ス ィ ソグの 仕事 に つ くこ とに な る。

当時 は 彼 女 が語 る よ うに,1911年 のAboriginesActの も とで,ア ボ リジ ニの 生 活 は

チ ー フ ・プ ロテ クタ ーの 完 全 な統 制 の も とに お かれ た ので あ った。

そ して1940年 ごろ,彼 女 は20歳 前 後 で混 血 の アボ リジニ男 性 と結 婚す る。 そ の少 し

まえ の1937年,ダ ー ウ ィ ンに は 現在 地 に オ ー ス トラ リア空 軍 の 基 地 が設 け られ,つ づ

い て い ま の スチ ュア ー ト ・パ ー クに陸 軍 の駐 屯 地 が建 設 され る。 そ の 当 時 の軍 隊は 人

員 が不 足 してい た。 そ のた め もあ って,ア ボ リジ ニ出 身 に もか か わ らず,彼 女 の夫 は

容 易 に入 隊 で きた の で あ ろ う。

そ の後,日 本 軍 に よ るダーウィン 爆撃 を は さ んで2人 の子 供 と ともに ブ リス ベ ソに

疎 開 して い た彼 女 は,1946年 に 再 びダーウィン に も ど り,や が て フ ァニ ー ・ベ イ の民
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間 の借 家 に生 活 す る。 そ の こ ろBetty氏 は,一 時 期,政 府 の ア ボ リジ ニ関 係 の仕 事 に

つ い て いた 。 これ は1939年 にダーウィン に設 置 され た,NativeAffairsBranchに 関 連

した もの だ った と思 われ る。

そ の頃 か ら ダ ー ウ ィ ンで は,混 血 の ア ボ リジ ニを 中心 に市 民 権 の 要 求 が高 ま りは じ

め る。 これ と相 前 後す る よ うに,1951年 に連 邦 政 府 に よ って 同化 政 策 が採 用 され た 。

この 同化 策 に も とつ い て,1953年 に はWelfareActが 施 行 され る。 それ に よっ て社

会 福 祉 に関 す る ア ボ リジ ニ と非 ア ボ リジ ニ の区 別 が 廃 止 され る と,ノ ー ザ ンテ リ ト

リーで は 州立 学 校 で アボ リジ ニの子 弟 を受 け入 れ は じめ る。 彼 女 が 深 夜 に な って も学

校 へ 着 て い く子 供 の服 を洗 濯 してい た と話す のは,こ の ころ にあ た る。 少 な く と も彼

女 の長 子 は,16歳 に 成長 して いた 。

そ して1974年 のサ イ ク ロー ソ ・ トレー シー で夫 を 失 った あ と,彼 女 は フ ァ ニー ・ベ

イ に 住 宅 を購 入 し,現 在 は年 金 生 活 を 送 って い る。

こ うしてBetty氏 は,母 が生 活 した トライバ ル な社 会 の文 化 とそ の言 語 を 完 全 に喪

失 した 都 市 の ア ボ リジ ニ と して 生 きて きた 。 そ れ に もか か わ らず,彼 女 は 生 地 ボ ロ

ロー ラに い ま も愛 着 を もち,「 私 は海 岸 近 くに生 れ た の で,私 の ド リー ミソ グは サ メ

と ソテ ツです 」 と語 る。

2.リ ザーブか ら都市へ移動 したJudy氏 同化政策の時代

Judy氏 は,ポ イ ソ ト ・マ ック レイPointMcLeayに,1941年 に生 れ る。 ポ イ ン ト ・

マ ック レイ は 当初 ミ ッシ ョン と して,マ ーV一 川 河 口の ア レキ サ ン ドリア湖Y'の ぞ む

ナ ー ル ソ グ半 島 に,1859年 に設 立 され た 。 そ の後 この ミ ッ シ ョンは,1914年 に南 オ

ー ス トラ リア 州政 府 の管轄 に移 り,リ ザ ー ブの1つ と して 現在 に いた って い る。

そ の リザ ー ブに 生 れ たJudy氏 は,同 化 政 策 が採 用 され た 直 後 の1955年 に,ア デ

レー ドのGirlsHighSchoolに 進 学 した 。 それ か ら約40年 間,彼 女 は 南 オ ース トラ リ

ア の州 都 アデ レー ドに居 住 して きた。 そ の 間 にJudy氏 は4人 の子 供 を育 て た 。 現在

は ア デ レー ド郊外 の ポ ー ト ・アデ レー ド市 に設 置 され た,NgurunderiCounci1の 託 児

所 部 門 で給 食 係 と して働 い て い る。

(i)Judy氏 の体 験

私 は1941年 に ポ イ ソ ト ・マ ック レイ に生 れ ま した。 母 はKaurnaで,父 はNgarrin-

djeriで す。 父 方 の祖 父 はNgarrindjeriで す が,祖 母 は 南 オ ース トラ リア州 の サ ウス

・イ ース トか ら きた人 です 。彼 女 の トライバ ル名 は知 りませ ん。 母 方 の祖 母 はKaur一
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naで す。 両 親 の 生 年 は知 りませ ん が,母 は20年 前 に,父 は6年 前 に 亡 くな りま した 。

両 親 は と もに ポ イ ソ ト ・マ ック レイ に埋 葬 し ま した(図3)。

私 は 両 親 と4人 の兄 弟,そ れ に1人 の姉 と一 緒 に この リザ ー ブで育 ち ま した 。14歳

に な る まで こ こに住 み,1955年 に ハ イ ス ク ール に 入学 す るた め,1人 で ア デ レー ドへ

で ま した 。 入学 した のはGirlsHighSchoolで す 。 これ は政 府 のEducationDepart-

mentが 設 立 した学 校 で,こ こに3年 間 か よい ま した。 寄 宿 した の はGirlsHomeで

す。 こ の宿 舎 はAboriginalProtectionBoardと 深 い つ な が りを も って いた,確 か ユ ナ

イ テ ッ ド教 会 だ った と思 い ます が,そ の教 会 が 運 営 して い ま した。

3年 でソ・イ ス ク ール を お え る と,ProtectionBoardの 斡 旋 で,赤 坊 の病 気 を み る

図3ポ イ ン ト ・マ ッ ク レイ ・ リザ ー ブ

423



国立民族学博物館研究報告18巻3号

Baby'sHospita1に 就 職 しま した 。 この仕 事 は 自分 で選 び ま した 。 仕事 を さが して い

る うちに ナ ース ィ ソグに 興 味 を も ったか らで す。住 い は この病 院 のな か に あ りま した。

こ こで2年 間働 いた あ と,大 きな病 院 に 移 りま した 。 仕 事 は まえ と同 じナ ー ス ィ ソグ

で,そ こで も病 院 の一 角 に 住 み ま したが,こ の 仕事 は大 変 で1年 でや め ま した。

それ か ら後,1961年 か ら64年 まで の4年 間 は,電 話 局 の交換 手 に な りま した。 この

時 は 自分 の 住 む家 を さが さね ば な らず,ア デ レー ドに き て いた ポ イ ソ ト ・マ ッ ク レイ

出身 の叔 母 の 家 に住 み ま した 。 叔母 の家 族 は 夫婦 と6人 の子 供 で した 。 この 家 に は,

訪 問者 が しば しぼ あ りま した 。

彼 らはほ とん どが ポ イ ソ ト ・マ ック レイ か らで て きた人 で,仕 事 が みつ か る まで の

3～4ヵ 月 間 この 家 に と どま って い ま した 。 当 時 は 「免 除 」 資 格 を もた な い ア ボ リジ

ニは,ホ テル や モ テ ル には 泊 れ なか った か らで す。

訪 問者 はほ とん どが家 族 と一 緒 で した 。 で す か ら この家 には た く さん の人 が 集 りま

した 。 そ の ころ彼 らは ア デ レー ドへ で て く る と,仕 事 を斡 旋 して も ら うた め にPro-

tectionBoardに 登 録 し ま した。 当時(1960-64年 ごろ)の 仕 事 は,各 種 の工 場 労 働 者

や 鉄道 関 係 が お もな もの で した が,働 きさ きは け っ こ うあ った よ うに 思 い ます 。

私 は交 換 手 の 仕 事 を は じめ た と きに夫 と知 りあ い,1961年 に20歳 で結 婚 しま した 。

夫 の 父 は ヨRッ パ 人 だ った の で,彼 はす で に 「免 除」 資 格 を うけ て い ま した 。 私 は

結 婚 を機 に 「免 除 」 申請 を して資 格 を と りま した 。 けれ どそれ か ら6年 後 に国 民 投 票

が あ って,私 た ち は 再 び ア ボ リジ ニに も どっ て しまい ま した。

そ の後 しば ら くは 仕事 につ か なか った の です が,1976年 か ら,私 は アデ レー ドに 居

住 す る アボ リジ ニの コ ミュニ テ ィの 仕事 をは じめ ま した。 これ は 政 府機 関 の1つ で,

ア ボ リジ ニの薬 物 問 題,ア ル コー ル問題,女 性 を め ぐる家庭 内暴 力 の 問題 な どを 扱 う

も ので した。 問 題 を か か え る人 た ち との面 接 や,そ の 解 決方 法 を考 え る ミー テ ィ ソグ

な どは,週 に2回,夜 に や りま した 。

私 は この仕 事 を12年 間 つ づ け ま した。 そ して,1988年 に この カ ウ ンシル が設 置 され

た の で,こ この託 児 所 部 門 で 子供 の給 食 を つ くる仕 事 に つ き ま した 。 託 児所 に くるの

は両 親 が働 い て いた り,離 婚 した家 庭 の子 供 だ った り,母 親 が長 い病 気 だ った り,事

故 にあ った親 の子 供 だ った りです 。 子供 た ち は ス クール バ ス で9時 に きて,3時 半 に

帰 ります 。

私 は 夫 との 間 に4人 の 娘 と息子1人 を 生 み ま した が,息 子 は生 れ て す ぐ亡 くな りま

した 。 だ か ら子 供 は女 ば か り4人 で す 。 うえ の2人 は ヨRッ パ 人 と結 婚 して い ま

す。3番 め は ニ ューサ ウス ウ ェー ル ズ州 出身 の ア ボ リジ ニ と,4番 め は アデ レー ド生
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れ の ア ボ リジ ニ と結 婚 して い ます 。3番 め の ほか は,皆 アデ レー ドに住 ん で い ます。

私 の 兄 弟 は 兄2人 と弟 です 。 ほか に 姉 と も う1人 兄 が い ま した が,2人 と も去 年 病

気 で亡 くな りま した 。 長 兄 は65歳 に な ります が,独 身 で ア デ レー ドに住 ん でい ます。

次 兄 は ポイ ソ ト ・ピア ス 出身 の ハ ー フ ・カ ース ト(混 血 ア ボ リジ ニ)の 女性 と結 婚 し,

ア デ レー ド郊 外 の ウ ッ ドビル に 住 ん で5人 の 子供 を育 て ま した 。 ポ イ ソ ト ・ピア スは

ヨ ー ク半 島に あ る リザ ー ブで す 。弟 は 内縁 の 妻 との 間 に2人 の子 供 が い ます 。 彼 も ア

デ レー ドに 住 ん で い ます 。 兄 弟 は近 くに い ます が,電 話 で話 す こ とが あ る く らい で,

い き きは ほ とん どあ りませ ん。

私 は と き どきポ イ ソ ト ・マ ック レイへ い き ます 。 そ こは私 の生 れ た と ころ です し,

両 親 を埋 葬 した と ころ で もあ るか らです 。 私 た ち ポイ ソ ト ・マ ッ ク レイ の 出 身者 に と

って,そ こは私 た ち の ホ ー ム です 。

ア デ レー ドには い ろん な と ころ の 出身者 が い ます が,彼 らは私 た ち ポイ ソ ト ・マ ッ

ク レイ の 出 身 者 とは 違 っ て い ます 。 彼 らは よ く ビ ク トリア広 場 に座 りこん で い ます

が,そ の 多 くは貧 し くて 失 業保 険 な どの お 金 を も ら う と,全 部 ア ル コール や 薬 物 に使

っ て しま って い ます 。 そ れ が い ま の大 きな 問題 です 。

(ii)Judy氏 の生 活 の背 景

Judy氏 が 生 れ た ポ イ ソ ト ・マ ッ ク レイ は,こ の 地 域 の ア ボ リジ ニに は ラ ウ カ ソ

Raukkanと よぼ れ て い る。 現 在 この リザ ー ブが位 置 す る ク ー ロ ン グ半 島 は,ジ ェ ソ

キ ソに よる と 【JENK-N1979:11,26,83】,す で に1843年 か ら ヨー ロ ッパ人 牧 羊 者 に よ

って 占拠 され て い た。 そ の一 角 に,リ ザ ー ブの 前 身 の ミッ シ ョンが,プ ロテ ス タ ソ ト

の 教 会 に よっ て1859年 に建 設 され た 。

こ この居 住 者 は ほ とん どがNgarrindjeriでJ彼 らは マ ー レー川 河 口の 湖 沼地 帯 に居

住 して きた ア ボ リジ ニ とそ の混 血 の 子孫 で あ る。Judy氏 は そ のNgarrindjeriの 父 と,

ア デ レー ド平 原 を 領 域 に も ったKaurnaの 母 との間 に生 れ た3)0

この リザ ー ブ で英 語 の読 み書 きを 教 え られ た彼 女 は,ハ イ ス ク ール に進 学 す るた め,

1955年 に 単 身 ア デ レー ドへ で る。 当時 は,連 邦 政 府 が 同化 政 策 を公 式 に採 用 した1951

年 の直 後 に あ た る。 しか し1911年 に制 定 され,1939年 に改 正 され たAboriginesActが

な お効 力 を も って い た。 した が って,こ の 法 律 に も とつ い て南 オ ース トラ リア州 政 府

3)Ngarrindjeriは ご く単 純 な 外 婚規 制 しか もた な か った が 【JENKIN1979:18】,そ の 彼 らは

歴 史 的 にKaurnaと は通 婚 しな か った。 そ れ は 両 者 が属 す る言 語 グ ル ー プが違 うこ とや,成

人儀 礼 に おけ る割 礼 の 有 無 な ど,文 化 的 に 大 きな 差 異 が あ った た め で あ っ た。 こ の2つ の グ

ル ー プが 通 婚 す る よ うに な った の は,19世 紀 末 以 後 の こ とで あ る[Ci.nxKE1991】 。
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に設 置 され たAboriginalProtectionBoardは,個 々の アボ リジ ニの 生 活 に強 い影 響 力

を も って いた 。 そ の た めJudy氏 が 卒 業後 に ナ ー ス ィ ソ グの仕 事 に つ くに は,こ の機

関 の斡 旋 が 必 要 だ った。

それ は 彼 女 が叔 母 の家 で 出会 った 人hの よ うに,リ ザ ー ブか ら アデ レー ドへ で て き

た人 た ちに も適用 され た。 彼 らは 仕 事 を さが す た め に,ま ず このProtectionBoardに

登録 す る こ とに な った。 さ らに また,彼 女 が 結 婚 を まえ に,す で に 述 べた ア ボ リジ ニ

に 固有 の法 的 義 務 の 免 除 を 申請 した の も,こ の法 律 に も とつ いて い た 。

しか し,こ の 「免 除」 制 度 を は じめ,ア ボ リジ ニに課 せ られ た 数 か ず の差 別 的 な 法

的規 制 は,彼 女 が 結婚 した 翌 年 の1962年,AboriginalAffairsActの 制定 に よ って 廃 止

され る。 そ の意 味 でJudy氏 は,1911年 以 来 のAboriginesActの 規 制 を うけ た 最 後 の

世 代 とな った 。

そ の後1976年 か ら88年 ま で,彼 女 は ア デ レー ドに暮 らす ア ボ リジ ニの コ ミュ ニ テ ィ

の仕 事 に従 事 す る。 これ は1972年 に 設立 され たAboriginalHealthUnitで あ ろ う。 こ

の機 関 は ア デ レー ドに居 住 す る多 数 の ア ボ リジ ニ家庭 を定 期 的 に 訪 問 し,彼 らが か か

え る問 題 に ア ドバ イ ス を与 え る もの で,ア ボ リジ ニの健 康 に関 す る中心 的 な機 関 で あ

った。

そ して1988年 か ら彼 女 は,ポ ー ト ・ア デ レー ド市 のNgurunderiCouncilの 託 児所

部 門 に給 食 係 と して勤 務 す る。 この カ ウ ンシル は ポ ー ト ・アデ レー ド市 を中 心 に,ウ

ッ ドビル市 とエ ン フ ィル ド市(い ず れ もア デ レー ド郊外)の アボ リジナ ル ・コ ミュ ニ

テ ィを対 象 に,政 府 の援 助 を 得 て1988年 に設 置 され た 。 こ こに は,生 後6ヵ 月 か ら2

歳 ま で の子 供 に幼 児教 育 を施 す 託 児所 部 門 の ほ か,3つ の部 門 が 設 け られ てい る。 そ

れ らは 女 性 の 健康 管理 の ため の サ ー ビス部 門 と,公 教 育 か ら脱 落 した11歳 か ら16歳 ま

で の子 供 を 中 心 に会 議 の運 営 や ス ポ ー ツ関 連 事 業 の 計 画 と実 施 な どを教 え る青 少 年部

門,そ れ に 失 業者 の ため の充 分 な 医療 の確 保 を 目的 に した 医 療 部 門 で あ る。

現 在9人 の ア ボ リジ ニ ・ス タ ッフ と ともに この カ ウ ソシル に 勤 め るJudy氏 は,約

40年 の 間 アデ レー ドに居 住 して きた。 そ の 彼 女 は生 地 の リザ ー ブ,ポ イ ソ ト ・マ ック

レイ を 「私 た ち の ホ ー ム」 と よぶ 。 そ こに愛 着 を もつ もの の,彼 女 は 「小 さい と きか

ら英 語 を 教 え られ た」 ため,「 父や 祖 父 の 言 語Ngarrindjeriは ほ とん ど話 せ な い 」 と

い う。

と こ ろで,Judy氏 は1976年 か ら現 在 まで,ア ボ リジ ナル ・コ ミxニ テ ィの仕 事Y'

たず さわ って きた。 しか し,ア デ レー ド市 とそ の郊 外 を含 め て,こ の地 域 に は アボ リ

ジ ニが 集 住 す る地 区 と い う意 味 で の コ ミュ ニテ ィは存 在 しな い。Judy氏 が 勤 務 す る
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NgurunderiCouncilの 所 長Johnny氏 は これ に つ い て つ ぎ の よ うに説 明 す る。 「ア ボ

リジ ニ以 外 の 人 に はわ か りに くい だ ろ うが,広 域 ア デ レー ドに 分 散 的 に居 住 す る ア ボ

リジ ニは相 互 に 密接 な 関係 を 維 持 して お り,そ の 関 係 に よっ て保 た れ て い る社 会 を 我

われ は コ ミュニテ ィ と よん でい る」。

3.ア イ デ ンテ ィテ ィの葛藤 を生 きたMargaret氏 同化政 策 の時代

Margaret氏 は5男2女 の次 女 と して,1934年 に南 オ ース トラ リア州Sウエ ス ト ・コー

ス トの地 方 町 セ ドゥーナCedunaに 生 れ る。1940年 ごろ,彼 女 は家 族 と と もに 同 じ地

方 の 町 ミニ ッパMinnipaへ 移 る 。 しか し父 は 失 業 し,翌 年 の41年 に 一 家 で ア デ

レー ドへ で る。 ここ では 市 内各 地 を点 々 と移 動 した あ と,48年 に ポ ー ト ・ア デ レー ド

市 に移 った。 そ して1951年,Margaret氏 は ハ イ ス クー ル を卒 業 す る とす ぐ,ポ ー ラ

ン ドか らの 移民 と結 婚 す る。

そ の年,夫 が鉄 道 関係 の仕 事 を 得 る と,夫 婦 は マ ー レー川 下 流 部 の地 方 町 タ イ レム

・ベ ソ ドTailemBendに 移 る。そ して彼 女 の一 家 が アデ レー ドに も どった あ との64年,

夫 は5男5女 を 残 して病 死 した 。 そ の ため 彼 女 は アボ リジ ナ ル ・コ ミュ ニテ ィの仕 事

に つ きな が ら10人 の 子供 を養 育 す る こ と とな った 。 そ の子 供 た ち もい まは結 婚 して独

立 して い る。 現 在Margaret氏 は 郊 外 の シー トンSeatonに 居 住 し,ア デ レー ド市 内 に

あ る ア ボ リジ ニ伝 統 文 化 の保 存 と普 及 を 目的 に した機 関,タ ソ ダ ニ ヤTandanyaに

パ ー ト ・タイ ム で勤 務 す る。

こ の間 彼 女 は,両 親 の庇 護 の も とに あ った 幼 少 期 か ら結 婚 を経 て夫 が 死 亡 す る ま

で,ル ーテ ル教 会 派 の価 値観 に した が って 生 きて きた 。 しか し,夫 が他 界 した あ と,

彼 女 は ア ボ リジ ニ と して生 き る道 を選 択 す る。

(i)Margaret氏 の生 活 体 験

私 は1934年 に セ ド ゥー ナで 生 れ ま した。 父 は1898年 生 れ,母 は1901年 生 れ で,父 方

の祖 母 はWilangu,母 方 の祖 母 はKokataで す 。 両親 の父 は ともに 白人 です 。

私 の両 親 は 別 べ つ に クー ニ ッバ ・ミッションKoonibbaMissionY'送 られ たそ うで

す。 そ の と き母 は10歳 だ ったそ うです が,父 が 何 歳 だ った か は知 りませ ん。

この クー ニ ッバ ・ミッション はEvangelicalLutheranCharchが 建 設(1898年)し

た もの で,両 親 は そ このChildren'sDomitoryに 収 容 され ま した。 両 親 が 結 婚 した の

も この ミ ッシ ョンで す 。 私 の長 兄 と次 兄 そ れ に姉 は,こ の ク ー ニ ッパ ・ミ ッシ ョンで

生 れ ま した 。長 兄 は1921年,次 兄 は24年,姉 は26年 の生 れ で す 。
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姉 が生 れ る と両 親 た ちは クー ニ ッバ ・ミッシ ョンを で て,ミ ッシ ョンに近 い ウエ ス

ト ・コー ス トの 地 方 町 セ ドゥー ナに移 りま した 。 この 町 で3番 め と4番 め の兄,そ れ

に私 と2人 の 弟 が生 れ ま した 。 で も4番 め の 兄 は 生れ てす ぐに亡 くな った そ うです 。

3番 め の 兄 は1929年,2人 の 弟 は1934年 と38年 に生 れ ま した 。

セ ドゥーナ に い た ころ,父 は い ろ ん な仕 事 に つ い た そ うです 。 セ ドゥー ナだ けで な

く,ミ ニ ッパ や キ ャ ソ ク ッタKyancutta,ワ ー ラ ンボ ーWarrambooの 方 まで で か け

て農 場 を 拓 く白人農 夫 のた め に 藪 を伐 りひ らい た り,鉄 道 で も働 い た そ うです 。 そ の

か たわ ら,両 親 は クー ニ ッバ ・ミ ッシ ョンを よ く訪 問 して い ま した。 小 さか った 私 も

母 に つ れ られ てミッション へ い った の を お ぼ え て い ます(図4-1)。 や が て私 た ち は

図4-1南 オース トラ リア州の地域 区分 と関連す る地名
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ミニ ッパ へ移 ります が,父 は 失 業 して しま い,私 が7歳 に な った ころ,一 家 で ア デ

レー ドへ で る こ とに な りま した。

ア デv一 ドで は最 初 に マイ ル ・エ ソ ドMileEndの,そ れ か らグ ッ トウ ッ ドGood-

woodの 知 人 の 家 に滞 在 して か ら,ウ エ ス ト ・テ ラスWestTerraceの 借 家 に住 み ま し

た(図4-2)。 私 が ス チ ュア ー ト通 りに あ った 小 学校 へ か よ った のは この ころ です 。

当時 の 生 活 は 楽 しか った 。 アデ レー ドに は た くさん の ア ボ リジ ニが 集 って い ま した

し,皆 お 互 い に 助 け あ っ て生 活 して い ま した 。 日曜 日に は ル ー テル 教 会 で ア ボ リジ ニ

だ け の集 りを ひ らい た りして い ま した。 差 別 は 何 も感 じませ んで した 。通 りでは 白人

図4-2ア デ レー ドとそ の近 郊
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の子 供 と も よ く一 緒 に遊 ん だ もの で した。

ウエス ト ・テ ラス の私 た ち の 家 は,い ろん な と ころ か らや って きた ア ボ リジ ニで い

つ も一 杯 で した。 彼 らは ウエ ス ト ・コー ス トを は じめ ポイ ン ト ・ピア ス とポイ ソ ト ・

マ ッ ク レイ の2つ の ミッ シ ョン(当 時 は リザ ー ブ),そ れ に ノ ーザ ソテ リ トリーな ど

か らきた 人 で した。 こ の頃 は 「免 除 」資 格 のな い アボ リジ ニは,ホ テ ルや モ テル に は

泊 れ なか った か らです 。 皆 は ベ ッ ドも衣 類 も食 べ物 も分 け あい,と きに は お金 さ え融

通 しあ い ま した 。

私 の両 親 は 祖 母 の 言語WilanguやKokataを 話 せ た の に,親 族 や 友 人 が たず ね て き

た と き以 外 は,そ の 言葉 を全 く話 さな か った。 ア ボ リジ ニの文 化 に つ い て,両 親 は 知

って いた は ず なの に,私 た ち には 何 も話 さず,い つ も英語 で話 し,白 人 の よ うに生 活

す る よ う私 た ち兄 弟 姉妹 に い い きか せ て い ま した。 自分 が ど う行 動 す べ きか とか,ト

ラ ブル を さけ る よ うに とか,両 親 に は い つ もや か ま し くいわ れ て い ま した。 そ の理 由

に つ い て は,当 時 の 私 は何 も知 ら なか った。 両 親 も何 も説 明 しませ ん で した。 私 た ち

は 喫煙 もア ル コー ルを 飲 む こ とも両 親 に厳 し く禁 じられ,ル ー テル 教 会 派 の ク リス チ

ャ ン と して育 て られ ま した。

この ころ父 は43歳 に な って い ま した が,失 業 した ま まで,酒 を よ く飲 む よ うに な り

ま した。 そ の ころは 教 会 か らの援 助 金 と政府 の失 業 保 険金 で生 活 して い ま した。 戦 争

が は じま った ころ,父 は 自分 を失 い,ア ル コー ル とギ ャン ブル に あけ くれ て,社 会保

障 金 を全 部 つ ぎ こ んで しまい ま した 。 そ れ で私 た ち一 家 は,ウ エ ス ト ・テ ラ スの 家 に

住 め な くな った の です 。

ギ ャ ソ ブル は 当時 の アデ レー ドの ア ボ リジ ニの家 庭 では ど こで もや ってい ま した 。

男 た ちは朝 か ら集 って テ ー ブル に毛 布 を か け,ト ラ ソプ のギ ャ ン ブル をや って い ま し

た 。 皆 あ ち こち と仕 事 を さが しまわ った の で す が,う ま くい って も汚 れ 仕 事 しか あ り

ませ ん。 で も,そ れ が アデ レー ドで お金 を 得 る唯一 の方 法 で した。

そ れ よ りまえ,戦 争 が は じまる と,あ る アボ リジ ニが きて,兄 を陸 軍 の リクル ーテ

ィ ング ・オ フ ィスへ つ れ て い きま した。 兄 は 陸 軍 に 入 隊 した が って い ま した 。 そ の こ

ろの 軍 隊 は 人 員 が不 足 して い て,読 み書 きが で きな くて も ア ボ リジ ニを 入隊 させ た の

で す 。 で も母 は反 対 で した 。 私 は,兄 は ア ボ リジ ニだ か ら入 隊 で きな い だ ろ う と思 っ

て い ま した。 と ころ が,数 日ほ どた ってか ら兄 は 制服 を着 て も ど って き ま した 。 そ れ

をみ た 母 は ひ ど く機 嫌 が 悪 か った。 兄 の よ うな 兵 隊 は ノーザ ソ テ リ ト リーに配 属 され

た よ うで す。 当時 は ダー ウ ィンが爆 撃 され た 直 後 で,事 態 は 深 刻 で した。

そ の こ ろ父 は失 業 した ま まで,家 の主 人 は 女 性 で した。 家 を き りも りした のは 女 性
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で,だ か ら男 性 よ りもひ ろ い世 界 と交渉 を も ち ま した。 子 供 を 学校 へや る こ とで そ の

父 兄 と知 りあ い,買 い物 に い き,ガ スや電 気,家 賃 の 支払 い な ど,毎 日の こ ま ご ま と

した こ とを とお して広 い社 会 とか か わ った か ら です 。

当時 は 軍 隊 に い った 兄 か ら母 あ て にお 金 を送 って きて い ま した。 私 は この 兄 が大 好

きで した 。 母 よ り好 き で した 。母 は いつ も とて も厳 しか った。 家 に残 った2人 の 兄 と

姉 は ア デ レー ドで働 い て い ま した。 私 も学 校 か ら も どる と,何 か と働 き ま した。 皆 で

こ うして家 を た す け ま した。

そ の ころ私 た ちは 自分 は いか に行動 す るか を い つ も考 え てい ま した し,母 は 「白人

と一 緒 の と きは何 か を た ずね られ る まで むや み に話 す な」と私 た ち に教 えて い ま した。

や が て 私 は 自分 は 誰 な の か を疑 うよ うに な って い ま した。 私 は ひ ど くお こ りっぼ くな

って い ま した。 他 人 の さ しず を うけ ず に 自分 で生 き てい こ うと考 えて,14歳 の ときに

酒 は飲 まな い と決 心 しま した 。 酒 は 自分 を だ め にす る と思 った か らで す 。

私 が この 決 心 を した ころ,母 は ど うや って お 金 を 貯 め た の か 今 で もわ か りませ ん

が,そ の おか げ で 私 た ち は戦 後,ポ ー ト ・ア デ レー ド市 の ラ ー グス ・ノ ー スLargs

Northへ 移 る こ とが で き ま した 。政 府 のHousingTrustが 建 て た 家 です 。 こ の家 か ら

私 は ハ イ ス クー ルに か よい ま した 。

このHousingTrustの 家 では,親 族 や友 人 と一 緒 に 生活 す る ことが禁 止 され てい ま

した 。 あ ま りに た くさん の人 が集 っ て住 む か らだ とい うの が そ の理 由で した。 で も海

岸 に近 か った私 の家 は オ ー プ ソ ・ハ ウスみ た い で,ア ボ リジ ニの若 老 もナ ース トラ リ

ア人 も,ポ ー ラ ソ ド人 も黒 人 も ジ ャマ イ カ人 も,た くさん の 人 が集 っ てい ま した。

ポ ー ラ ン ド人,ジ ャ マ イ カ 人 な ど は 新 し い 移 民 で す 。 私 た ち は 彼 ら をNew

Australianと よび ま した。 皆 で 集 って ギ タ ーを ひ い た り,ラ ジ オで ヨー ロ ッパ の 音 楽

を きい た りうた った りしま した 。 毎 日が パ ー テ ィーみ た い で した 。

そ ん な と き,私 は 夫 と出会 い ま した 。夫 は ポ ー ラ ソ ド人 です 。 ハ イ ス クー ル を卒 業

す る とす ぐ,17歳 で この 人 と結 婚 しま した。1951年 です 。 結婚 して私 は オ ース トラ リ

ア人 に な りま した が,夫 は 白人 な の にNaturaliseさ れ な い ま まで した 。

この とき彼 は鉄 道 の仕 事 を 得 た の で,私 た ち 夫婦 は ラー グス ・ノー スか ら タイ レム

・ペ ソ ドへ移 りま した
。 こ こで 私 は4人 の子 供 を 生 み ま した 。 男 の子2人 と女 の子2

人 で す。 タ ィ レム ・ベ ソ ドは ポイ ソ ト ・マ ッ ク レイ に近 くて人 種 主義 の強 い と ころ で

した 。 た くさ ん の ア ボ リジ ニが ポイ ン ト ・マ ッ ク レイ か ら この地 方 町 に きて い ま した

が,差 別 の きつ い と ころ で した 。 夫 は こ こで何 人 か の 白人 の友 人 を もち ま した が,彼

らは 私 の まえ で さ え 「なん で お前 は ア ボ リジ ニの女 なん か と結 婚 した ん だ 」 と よ くい
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って い ま した 。 で も ヨーRッ パ人 は そ ん な差 別 は し ませ ん。 彼 らは た くさん の ア ボ リ

ジ ニ と結 婚 して い ます。 そ の ヨー ロ ッパ人Y'私 た ち アボ リジ ニの こ とを 話 す と 「ま る

で ナ チ ス時 代 だ 」 とい って驚 い て い ま した。

私 が18歳 の と き,1952年 に兄 は 朝 鮮 戦 争か ら帰 って き ま した。 そ の 日,私 た ちは 何

人 か の 白人 も一 緒 に 兄 の 帰還 パ ー テ ィを ラ ー グス ・ノ ー スの家 で ひ らき ま した。 す る

とパ トカ ーが や っ て きて,集 って いた 人 た ち を逮 捕 しま した。 理 由 は私 た ち の家 に 白

人 を 入 れ たか らで した 。

鉄 道 で働 い て い た夫 は,自 分 で料 理 す る こ とが 多 か った こ と もあ って,料 理 が上 手

で した 。 や が て夫 は アデ レー ド市 内 で料 理 人 の 職 を み つ け,私 た ち は再 び ア デ レー ド

に移 りま した。 そ の後,夫 はNephyと い う石 油 会 社 に 勤 め ま した が,30歳 で1964年

に病 気 が も とで 亡 くな りま した 。 い い人 で した 。 私 は 夫 が 亡 くな る まで の 間VYも う6

人 の子 供 を 生 ん で い ま した 。 子 供 は 全部 で10人 で す 。 うえ か ら男,女,男,そ れ か ら

4人 の女 の 子,そ して3人 の男 の 子 です 。

夫 は た くさん の 子供 を残 して亡 くな りま した 。 私 は10人 の子 供 を 世 話 し,育 て る の

に 大 変 で した が,と に か く生 きぬ き ま した。

結 婚 してか ら夫 が 亡 くな る まで,私 は ア ボ リジ ニ の コ ミュ ニテ ィ とは ほ とん ど交 わ

らな か った。 け れ ど,夫 を失 ってか らは ア ボ リジ ニ の コ ミュ ニテ ィに組 み こ まれ る こ

とにな りま した。 子 供 の世 話 を しなが ら,外 に で て働 いた か らで す 。 い ろ ん な と ころ

で働 き ま した。 た とえぽHousingTrustの アボ リジ ニ部 門や アボ リジ ニの ア ル コ ール

問題 を あ つ か うと ころで す。 そ こでは4年 働 き ま した。 そ の他,ポ ー ト ・ア デ レー ド

市 の コ ミュ ニテ ィで は,新 し くア デ レー ドへ で て きた人 に病 院 の 場 所,そ こへ い くバ

ス の乗 り場 や バ ス の経 路 を 教 えた り,ア デ レー ドで の生 活 を助 け る仕 事 を しま した 。

そ の間 に 私 は アボ リジ ニ の歴 史 と文 化,そ れ に 各 州 で の ア ボ リジ ニの 状 況 な ど,た

くさん の こ とを 知 りま した 。 ア ボ リジ ニの コ ミュ ニテ ィ ・カ レ ッジへ もい き,私 た ち

の こ とを い ろい ろ と勉 強 しま した 。 けれ ど,い つ で した か,2～3年 前 に ノ ーザ ソテ

リ トリー州 境 に 近 い 中央 砂 漠 の ア ボ リジ ニの コ ミ ュニ テ ィ,イ ンダ ル カ ナIndulkana

を 訪 ね る こ とが あ りま した。 正 直Yこい って この ときは カル チ ャー ・シ ョ ックを うけ ま

した 。私 はそ れ まで に伝 統 文 化 の なか で生 活 す る人hに は 会 った こ とが なか った か ら

です 。 で も,夫 を 亡 く して か らの勉 強 が,い まの仕 事 に 役 立 って い る と思 い ます 。

私 に は6人 の兄 弟 姉 妹 が あ ります 。 そ の うち,兄 弟3人 は ア ボ リジ ニ と結 婚 して い

ます が,彼 女 た ち は1/8か1/16か,も っ とか も しれ ませ ん。 見 た め は ほ とん ど白 人 と

同 じで,た だ ア ボ リジ ニ出 身 とい うだ け で す 。 で も彼 女 らは アボ リジ ニで あ る とい う
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こ とを 自覚 して い ます。 姉 は ヨー ロ ッパ人 と結 婚 して い ます 。

私 の10人 の子 供 の うち4人 は ユ ー ゴス ラ ビア人 と結 婚 して い ます 。 あ との 子供 た ち

も皆 アボ リジ ニ以 外 と結婚 して い ます。 ギ リシ ャ人 や オ ース トラ リア 白人 の 男性 や女

性 です 。私 に はた くさん の 孫 が い ます が,な か に は 白人 と区 別 が つ か な い子 もい ます

し,多 少 と も色 の黒 い 子 もい ます 。 い ずれ に して も両 親 は そ の 子 た ち に ア ボ リジ ニで

あ る こ と,ア ボ リジ ニで あ る こ とに誇 りを もつ よ うに教 え育 て て い ます 。

私 が こ こで仕 事 をす る よ うに な って,伝 統 的 な 生 活 を して い る人 た ち と もつ き あい

が で き ま した。 そ してそ の 生 活 につ い て も,多 くの こ とを学 び ま した。 私 た ちは 白人

社会 に組 み 込 まれ て い て も,伝 統文 化 は ア ボ リジ ニ と して生 き てい くた め に大 切 な も

の だ と思 い ます 。 で も私 自身 は,彼 らが い うSpiritualityに つ い て は何 も知 りませ ん 。

(ii)Margaret氏 の 生 活 の背 景

地 方 町 セ ドゥー ナに 生れ たMargaret氏 は,同 化 策 の 時 代 を生 きた 人 で あ る。 彼 女

は この 地方 町 に生 れ る と,7歳 で家 族 と と もに ア デ レー ドに 移住 した。

彼 女 た ち が と りあ えず 落 ち つ いた さ きは マ イ ル ・エ ソ ドで あ り,グ ッ トウ ヅ ドで あ

った 。 この マ イ ル ・エ ン ドは,一 家 が 後 に 移 りす む ポ ー ト ・アデ レー ドと同 様,比 較

的 ア ボ リジ ニが数 多 く居 住 す る地 区 で あ る。 そ の 混住 率 は,ポ ー ト ・ア デ レー ドの 場

合 で36%ほ どで あ った 【KI肌-NGTONl973:541。

この一 家 が ウ エ ス ト ・テ ラ ス の民 間 の借 家 を 経 て移 った ラ ー グ ス ・ノー ス の 住 宅

は,彼 女 が 語 る よ うにHousingTrustが 建 設 した も ので あ る。 正 式 にはSouthAustra-

lianHousingTrustと よぶ この機 関 は,1936年 の 同名 の 法 律 の制 定 を うけ て,1937年

1月 に 発 足 した 。 設 立 の初 期,こ の 機 関 は 安 価 な住 宅 の 賃 貸 や 販 売 を お こな うが,

1942年Y`LandlordandTenant(ControlofRents)Actカ ミ制 定 され る と,安 価 な 住 宅 を

ポ ー ト ・ア デ レー ドを は じめ ア デ レー ド郊 外 の 各 地 に大 量 に建 設 しは じめ る 【GALE

1972:117-118]0

しか し,こ の施 策 は 必 ず しもア ボ リジ ニだ け を対 象 に した もの で は な か った 。 広 域

ア デ レー ドに居 住 す る ア ボ リジ ニのた め に,積 極 的 な住 宅 の援 助 が 開始 され る のは,

1962年 のAboriginalAffairsAct以 後 の こ とで あ る。 この法 律 に よ って 南 オ ー ス トラ

リア州 政 府o'設 置 され たDepartmentofAboriginalAffairsは1964年 か ら アボ リジ ニ の

た め の住 宅 をHousingTrustか ら購 入 し,そ れ を 安 い値 段 で彼 らG'賃 貸 す る事 業 を は

じめ た の で あ る。 そ れ は1950年 代 か らの 多数 の ア ボ リジ ニの都 市 移 住 に 対 応 した もの

で あ った。
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そ の 一 方 で,1950年 前 後 には 大 量 の移 民 が オ ース トラ リア に流 入 す る。 彼 らも また

都 市 に 吸 収 され て,NewAustralianと よばれ る よ うに な る。Margaret氏 はそ の1人

で あ った ポ ー ラ ン ド人 と1951年 に 結婚 した 。 しか し,こ の結 婚Y'よ って もポ ー ラ ソ ド

人 であ る彼 女 の夫 は,市 民 権 を得 る こ とが で きな か った。 そ れ は1948年 のAustralian

CitizenshipActに も られ た 規 定 の た め で あ る。

こ の法 律 は 市 民権 を得 る こ とが で き る者 を,つ ぎの よ うに定 め てい る。 オ ー ス トラ

リア生 れ で あ るか,外 国 で生 れ た 者 に あ って は オ ース トラ リア人 の両 親 を もつ こ と。

または3年 以 上 オ ー ス トラ リア に居 住 した者 で 充 分 な英 語 能 力を も ち,市 民権 に とも

な う義 務 と責任 を よ く理 解 し,生 涯 に わ た っ て オ ース トラ リア に居 住 す る意 志 を もつ

者 。

移 住 の直 後 で あ ったMargaret氏 の夫 は,こ の規 定 の どれ に も該 当 しな か った。 他

方,彼 女 は こ の結 婚 を機 に 「オ ー ス トラ リア人 」 にな って い る。 これ はす でに く りか

え しの べ た よ うに,AboriginesAct1939の 「免 除」 規 定 の適 用 を うけ た 結 果 であ っ

た 。 また,兄 が 朝 鮮 戦 争 か ら帰 還 した 夜 に 逮 捕 者 が で た の は,「 免 除」 資格 を もた な

い アボ リジ ニ と,「免 除 」され た ア ボ リジ ニお よび 白人 が1つ の 家 に集 ってパ ー テ ィ ー

を ひ らい た か らで あ る。AboriginesActは,「 免 除」 資格 者 が それ を もた な い ア ボ リ

ジ ニ と接 触 す る こ とを 禁 止 して い た。 当時,Margaret氏 の 両親 は 「免 除 」 申請 を し

て い な か った。 彼 らが そ れ を お こな った の は,1962年 のAboriginalAffairsActカ ミ制

定 され る直前 の こ とで あ った 。

そ してMargaret氏 は,1964に 夫 を亡 くす る。 そ の とき13歳 で あ った 長 子 以下10人

の子 供 を養 育す るた め,彼 女 は この年 か らDepartmentofAboriginalAffairsが は じめ

た ア ボ リジ ニへ の住 宅 供 給 事 業 に 関連 した 仕 事 な ど,ア ボ リジ ナル ・コ ミュ ニテ ィb'

か か わ る数 多 くの仕 事Y'つ い た 。

そ の間,Margaret氏 は、ア ボ リジ ナル ・コ ミュ ニテ ィ ー ・カ レ ッジに もか よ う。 こ

の カ レ ッジは,充 分 な教 育 を うけ る機 会 の な か った 成 人 ア ボ リジ ニを対 象 に す る ト

レー ニ ソ グ ・セ ソタ ー で,1973年 に ポ ー ト ・アデ レー ドに開 設 され た 。ここで 彼 女 は,

おそ ら く初 め て 系統 的 に,ア ボ リジ ニの伝 統 文 化 に つ い て知 る こ とに な った 。現 在 こ

の カ レ ッジに は文 化 コー ス と ビジ ネス ・コー ス,技 術 コ ース の3つ が 設 置 され,ま た

南 オ ー ス トラ リア州 北 部 に 居 住す る人 々の言 語,た とえ ば ピチ ャ ソチ ャチ ャラPitjan-

tjatjara語 な どの 講座 を随 時 ひ らいて きた。

こ う してMargaret氏 は10人 の子 供 を かか え て 「とに か く生 きぬ いて きた 」 の で あ

る。 そ の彼 女 は,両 親 の庇 護 の も とに お かれ た 幼 少 時 代 か ら結 婚 を経 て,夫 が亡 くな
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る ま で は ル ー テル 教 会 派 の 教 え に した が った ク リス チ ャ ソ と して 生 きて きた。 「夫 と

結 婚 生 活 を は じめ て か ら,ア ボ リジ ニの コ ミュニ テ ィ とは ほ とん ど交 わ らな か った 」

と も,「 アイ デ ンテ ィ テ ィ とい え ぽ,ル ー テ ル教 会 派 の教x..か も しれ ませ ん」 とも彼

女 は語 る。

しか し,夫 の 死後,彼 女 は 生 きぬ くた め に,ア ボ リジ ニの コ ミュ ニテ ィに 組 み こ ま

れ て い く。 そ の期 間 は1960年 代 な か ごろか らの30年 ほ どで,彼 女 の人 生 の後 の 半 分 を

占 め る。 そ れ はAboriginesActが 廃 止 され,数 か ず の 平等 主 義 的 な 法律 が施 行 され た

時 代 で あ る。 彼 女 は,具 体 的 に は 何 も触 れ てい な い が,こ の時 代 の 社会 保 障 制 度 の も

とで,未 亡 人 年 金 や 子供 の養 育 保 険 な どの お金 も得 てい た もの と思 わ れ る。

こ う してMargaret氏 は30年 ほ どを ア ボ リジ ニ と して生 き,孫 た ちに もア ボ リジ ニ

と して 生 き る こ とを す す め てい る。 そ れ は彼 女 に と って,アイデンティ テ ィの葛 藤 の

歴 史 で もあ った。

しか しそ の葛 藤 は 解 消 され た わ け で は な い 。 そ れ は 彼 女 が,「 私 は ア ボ リジ ニ の

Spiritualityに つ い て は 何 も しらな い 」 と話 して い る こ とに 反 映 され て い る。 都 市 に

長 く居 住 して きた ア ボ リジ ニに あ って も,自 らが ア ボ リジ ニで あ る こ とを,親 か ら子

供 へ と うけ つ が れ て きた 血 とSpiritualityに 求 め て い る。 このSpiritualityは,た とえ

ば 地 理 的 に遠 く離 れ て い て も,親 族 の誕 生 や 死 を 知 る こ とが で き る よ うな能 力 を さ

す。 それ は彼 らの 個 性 と文 化 的 な アイ デ ンテ ィテ ィの 神秘 的 な側 面 を な し,他 の民 族

に は な い もの と して,ア ボ リジ ニが 強調 す る も の で あ る 【SCHWAB1991】 。 そ れ につ

いてMargaret氏 は 「何 も知 らな い」 と語 って い る の であ る。

4.新 しい時代 を生 きるElizabeth氏 多文化 主義 の時代

Elizabeth氏 は,1963年 ダ ー ウ ィンに 生 れ る。 彼 女 が 小 学 校 に 入 学 した あ との1974

年,ダーウィン は サ イ ク ロー ン ・トレー シ ーの 直撃 を うけ,一 家 は難 民 と して ブ リス

ベ ソに移 る。 こ こで4年 ほ どを す ご した彼 女 た ち は,1978年 ご ろア デ レー ドへ で る。

Elizabeth氏 は こ こで ハ イ ス クー ル を終 え る。

そ して祖 母 の 住 むダーウィン に も ど った1981年,彼 女 は18歳 で ア リス ・ス プ リソ グ

ス生 れ の 白人 男 性 と結婚 す る。 夫 は ペ ソテ コス テ派 の人 で,彼 に した が って西 オ ー ス

トラ リア州 の ブ ル ー ムBroomeと,ホ ール ズ ・ク リー クHalrsCreekに 移 り住 む 。

そ の後,彼 女 は家 族 と と も に ア デ レー ドへ で,カ レッ ジへ 進 学 してBachelorof

Artsを 取 得す る。 卒 業後 は キ ャサ リソKatherineで の ア ボ リジナ ル ・コ ミ ュニテ ィの

仕 事 を 経 て,現 在 は ア デ レー ド市 内に あ る州立 図書 館 の アボ リジ ニ ・サ ー ビス部 門 に
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勤務する。

(i)Elizabeth氏 の 体 験

私 は1963年 にダーウィン で生 れ ま した。 私 の父 方 の 祖 父 はLalakia出 身,祖 母 は西

オ ース トラ リア州 の ブ ル ー ムか ら きた 人 です が,彼 女 の トライ ブは 知 りませ ん。 母 方

の 祖 母 は ボ ロ ロー ラ出身 のYanulaで,祖 父 はWandamanで す 。 両親 は ハ ー フ ・

カ ース ト(混 血 ア ボ リジ ニ)で す 。

私 は ダー ウ ィ ンで成 長 し ま した。 あ る と き,叔 父 が ブル ー ムか ら私 た ちを たず ね て

ダ ー ウ ィ ンに きた こ とが あ りま した。 け れ ど も彼 も両 親 も 自分 た ち の言 葉 や 文化 につ

い て は,何 も話 して くれ な か った。 あ とで 解 った の です が,そ の ころ は ア ボ リジ ニ 自

身 が ア ボ リジ ニの文 化 を い い とは誰 も考 え て い な か った か らです 。

私 が 小学 校 に入 学 した あ との1974年Yr,サ イ ク ロー ソ ・ トレー シー が ダ ー ウ ィンを

直 撃 し,市 の90%が 破壊 され ま した。 祖 父 は この とき家 の下 敷 きに な って亡 くな りま

した 。 そ の 少 し前 に両 親 は 離 婚 し,私 た ち 姉 妹3人 と母 とは 祖 父 母 の 家 に 同居 してい

ま した 。

サイ ク ロー ンで はた くさん の 死者 や け が 人 が で ま した。 私 た ち 家 族 は家 も着 る物 も

な く して しまい,難 民 と して ブ リス ベ ンへ い くこ とに な りま した 。 人 々は長 い列 をつ

くって順 番 に 予 防 注射 を うけ,伝 染病 の検 査 を うけ た あ と,ア ン セ ッ ト航空 に乗 せ ら

れ て ブ リスベ ソへ送 られ ま した 。

ブ リスベ ソで は赤 十 字 の援 助 で古 着 を も らい,昔 の 兵 舎 だ った ア ー ミー ・バ ラ ッ ク

に 収容 され ま した 。 けれ ど赤 十 字 に も ら った物 のほ か は,何 もあ りませ ん で した。

こ こには4年 ほ どい た と思 い ます 。 そ の あ と私 た ち は アデ レー ドに 移 りま した 。 こ

こで母 は病 院 に 勤 め,私 は ハ イ ス ク ール に 入学 しま した 。 この ア デ レー ドで は,そ の

ま えに しば ら く住 ん だ ブ リス ベ ンで もそ うです が,人 々の 私 に対 す る態 度 や 接 触 の し

か た が ダ ー ウ ィ ンとは違 って い た の を覚 え て い ます 。 買 い 物 に い っ て も,何 を す るの

に も人 よ り余 計 に また さ れ ま した。

・・イ ス クー ルを お え る と,私 た ちは ダ ー ウ ィ ンに も ど り,郊 外 の パ ラ ップPalapに

住 み ま した。1981年 で す 。 そ の 頃 の ダ ー ウィ ンには 中 国 人 や フ ィ リッ ピ ソ人,ア ボ リ

ジ ニや 日本 人,イ タ リア 人 が た くさ ん い ま した。 き っ とそ の せ い だ と思 い ます が,こ

こ では 私 は他 の人 た ち と違 うあ つ か い を うけ た こ とは あ りませ ん。

そ の ころ の私 は,祖 父 や 祖 母 の文 化 につ いて は何 も知 ら なか った。 祖 母 は小 さ い と

き に トライバ ル な社 会 を で て い る し,両 親 は 私 が小 さい ときに離 婚 して い ま した。 そ
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の うえ母 は 英 語 しか話 しませ ん で した。

ハ イ ス クール を 卒 業 してダーウィン に も どった 私 は,州 政 府 の ア ボ リジ ニ関 係 の仕

事 に つ い て2年 間 働 き ま した。この と き夫 と出会 って結 婚 しま した 。18歳 の と きで す。

夫 は ア リス ・ス プ リ ングス生 れ の 白人 で,ペ ンテ コス テ派 の人 で した 。

私 が長 女 を 出産 した の は1982年 です 。 そ の翌 年,夫 が ペ ソテ コス テ派 の た め の仕 事

をす るの だ とい うの で,私 た ち は ブ ル ー ムに移 りま した 。 こ こに は4年 住 み ま した 。
ほ

その間に次女ができました。1984年 です。夫は昼は教会の仕事をし,夜 は役場の夜警

をしていました。当時の私は2人 の子供の世話をするだけの毎日でした。

そ して1987年 に,夫 の都合でホールズ ・クリークへ移 りました(図5)。 ここで私

はアボ リジニ医療セソターの受け付けの仕事を得ました。そのころ私は仕事をしなが

ら,ア ボリジニはそれ以外の人と何が違 うのか,私 たちV'は何がおこっているのかを

考えていました。受け付けの仕事は単純で,何 のポリシーもあ りません。ただ人に挨

拶し,郵 便を仕分けるだけです。

当時,夫 は聖書の勉強のためにアデ レー ドへでたがっていました し,私 も自分 自身

の文化や歴史を知るべきだと考えていたので,ア デレー ドへいって第3段 階 レベルの

図5お もな地名 と言語 グル ープ
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教育 を 受 け るに は い い機 会 だ と思 い ま した 。 自分 た ち の歴 史 と文 化 を 知 り,ア ボ リジ

ニのた め に な る仕 事 を す るに は ,ア デ レー ドへ で て カ レ ッジに入 るべ きだ と考 え ま し

た。 この ころ,こ の地 方 に は た くさ ん の人 類学 者 が き て,い ろ ん な写 真 を撮 り記 録 を

つ くって い ま した。 け れ ど私 は 自分 の こ とを 何 も知 らず,誰 も教 え て くれ ませ ん 。

私 が ア デ レー ドか ら ダ ー ウ ィ ンに もど った の は1981年 で した が,そ の と き1人 の フ

ィ リッ ピン人 の パ ー ル ・ダイ バ ー と知 り合 い に な りま した 。 彼 は ハ ー フ ・カー ス トが

多 く集 る パ ラ ップ に住 み,Lalakia出 身 の 母 を も って い ま した が,そ の彼 もLalakia

の こ とに つ い て は何 も知 りませ ん で した 。

私 が家 族 と と もに ホ ール ズ ・ク リー クか ら再 び ア デ レー ドへ で た の は1988年 です 。

私 は ア ボ リジ ニの文 化 や 言 葉 に つ い て は何 も知 らなか った の で,カ レ ッジで は オ ー ス

トラ リア民 族誌 の コー スを と りま した。 こ の勉 強 を とお して,私 は ア ボ リジ ニ文 化 の

豊 か さ,貴 さを知 る と ともに アボ リジ ニ の文 化 に 誇 りを感 じ,自 分 自身 が 誰 で あ るか

を知 る こ とが で き ま した 。 そ の 頃 は とっ て も幸 せ な時 代 で した。 勉強 した の は3年 間

で,ア ボ リジ ニに 関す る福 祉 問題 でB.A.を と り,1990年 に コー ス を修 了 し ま した 。

そ れ ま での3年 間,私 は 学 校 へ い き,子 供 を 育 て な が らタ ソ ダ ニア や南 オ ース トラ

リア 州立 博 物 館 な どで アル バ イ トを しま した 。 ち ょう どそ の 頃,州 立 博 物 館 で ア ボ リ

ジ ニの ド リー ミソ グの特 別 展 を や って いた の で,こ の 展示 の解 説 員 の ア ルバ イ トも し

ま した。 夫 は 昼 は聖 書 の勉 強 に か よい,夜 は ス ーパ ー ・マ ー ケ ッ トの夜 警 を して働 い

て い ま した 。

カ レッジを 卒 業 した とき,私 は ノー ザ ンテ リ トリーの地 方 町 キ ャサ リソで,ア ボ リ

ジ ニのた め の州 政府 の仕 事 を 得 ま した。 これ は1年 契 約 で した が,私 た ち家 族 は キ ャ

サ リソへ 移 りま した。 この仕 事 は,ア ボ リジ ニの 親 た ち の ネ ッ トワー クを支 援 す る事

業 や,学 生 や 生 徒 を もつ ア ボ リジ ニの親 を支 援 す る事 業 な どで す 。 そ の ほか アボ リジ

ナル ・コ ミュニ テ ィの雇 用 促 進 事業 に もつ きま した 。 これ らの仕 事 の た め に,12ヵ 月

間 の うち10ヵ 月 間,私 は 中央 砂 漠 に暮 らすRadjamanu,Warpiliや ア ーネ ム ラ ン ドの

Grundji,カ ーペ ンタ リア 湾 に近 いYanulaな どの トライ バ ル な 社 会 を い くつ も訪 問

しま した。 自分 で トラ ッ クを 運 転 して彼 らの コ ミュ ニテ ィへ い き,女 性吃 対 象 に して

手 紙 の書 き方 を 教 え た り,彼 女 た ち が何 を望 み,何 を した いか を た ず ね,そ の た め に

は 政府 の どの部 門 に ど う交 渉 した ら よい か な どを 話 しあ い,教 え ま した。

この仕 事 を とお して,私 は い ろ ん な文 化 を もつ 人 た ち と接 触 し,そ の文 化 に つ い て

現 地 で実 際 に学 ぶ こ とが で き ま した 。 私 が この仕 事 を して い る間,夫 は家 事 一 切 を や

って くれ ま した 。 ふ つ うの家 庭 の 男 と女 が 入れ か わ った みた い な 生 活 です 。 同時 に彼
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は 家 で ギ タ ーを 教 え た り,パ ーテ ィー に でか け て い って ギ タ ーを 演 奏 した りして アル

バ イ トを して い ま した。

州 立 図書 館 の ア ボ リジ ニ ・サ ー ビス部 門 で職 員 を 募 集 して い る のを知 った のは,こ

の仕 事 を して いた ときです 。 新 聞 で み ま した。 こ ん ない い仕 事 は な い と思 って,さ っ

そ く応 募 しま した 。Yanulaの コ ミュ ニ テ ィに い る時,電 話 で面 接 が あ って私 は 採 用

され ま した。 応 募 者 は全部 で5人 だ った そ うです 。

ここの 仕事 は とて もい い仕 事 です 。 で も政 府 の ア ボ リジ ニ政 策 の担 当者 は,都 市 に

住 む 人 た ち と辺 境 の人 た ち との違 いに つ い て は 何 も知 らな い と思 い ます 。 この2つ の

人hの た め の 政策 は別 べ つ に あ るべ きだ と思 い ます。 そ れ に 実 際,北 の辺 境 に住 む 人

と南 の都 市 に 住 む人 との アボ リジ ニ同志 の 交 流 も非 常 にむ ず か しい。 私 はそ う思 い ま

す 。 で も この 仕 事 に つ い て ア ボ リジ ニの 人 々の 力 に なれ,い まは と って も幸 せ で す 。

私 自身 は 都 市 も辺境 の コ ミュ ニテ ィも,正 直 に い って あ ま り好 きで は あ りませ ん 。

そ れ ぞれ に良 い と ころ も悪 い と ころ もあ ります 。 私 は で きれ ば ブ ッシ3の な か で キ ャ

ソ プ ・フ ァイ ア ーを た い て,自 然 の 中 で家 族 と一 緒 にす ごせ た らな と思 って い ます 。

そ れ が私 に とって の 理想 の場 所 。 これが 私 の ドリー ミソ グか な。

値)Elizabeth氏 の生 活 の背 景

ダーウィンに生 れ たElizabeth氏 が もの こ ころつ いた1970年 代 初 め,彼 女 に よ る と,

ア ボ リジ ニは 自 らが ア ボ リジ ニで あ る こ とに誇 りを もて な か っ た とい う。 そ れ は1950

年 代 か ら60年 代 なか ば まで 継続 され た 同 化政 策 と,そ の後 の統 合政 策 に よ って,ア ボ

リジ ニで あ る こ とを否 定 され つ づけ た こ との結 果 で あ った 。 そ の ころ,ア ボ リジ ニの

諸 要 求 に 道 を 開 こ う とす るSelf-Determination政 策 が 連 邦 政 府 に よ っ て採 用 さ れ る

が,そ れ は まだ彼 らの間 に 浸 透 して い なか った 。

そ の一 方 で,ア デ レー ドの よ うな大 都 市 を は じめ地 方 町 に お い て も,都 市 の ア ボ リ

ジ ニ は 固 有 の 文 化 を も た な い 低 所 得 労 働 者 層 とみ られ て い た[ECxERMaNNl977:

296-297】 。 この よ うな認 識 を ア ボ リジ ニ以外 の人 々に もた ら した の は,1軒 の家 に 多

数 の 人 が居 住 し 最 も多 い場 合 で40人 が一 緒 に住 ん だ こ とが 記 録 され て い る,

大 量 の食 物 を一 度 に 買 い入 れ 短 時 日で 消費 して しまい,つ ぎ の社 会 保 障 金 の支 給 日ま

では パ ソ とマ ー ガ リンだ け でつ な ぐとい った こ と,お よび母 親 が子 供 に は ほ とん ど し

つ け を しな い とい った こ とな どで あ った[11.il.L-NGTONl971:1G-13】 。

そ う した状 況 の な かで ブ リス ベ ン,ア デ レー ド,ダ ー ウ ィ ン,そ して 西 オ ース トラ

リア州 の2つ の地 方 町へ と移 り住 んだElizabeth氏 は,や が て 自己 と 自民 族 文 化,あ
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る いは ア ボ リジ ニで あ る こ との意 味 を考 え は じめ る。 そ の動 機 は,こ れ らの 町や 都 市

で の経 験 だ け で な く,彼 女 に と って他 者 で あ る はず の人 類学 者 が ア ボ リジ ニを知 ろ う

と してい るの に反 し,自 らは それ に つい て 何 も知 らない こ とに も求 め られ た 。

これ らが カ レッジへ の進学 を決 意 させ,彼 女 を再 び ア デ レー ドへ と導 い た。 この カ

レ ッジでElizabeth氏 は,ア ボ リジ ニ民 族誌 を専 攻 す る。 それ は彼 女 に 文 化 的 アイ デ

ソテ ィテ ィの獲 得 を もた ら した。

カ レ ッジを 卒業 す る と,彼 女 は ノー ザ ソテ リ ト リー の地方 町 キ ャサ リソで,子 供 を

もつ ア ボ リジ ニの親 た ちの支 援 や,彼 らの コ ミュニ テ ィに お け る雇 用 促 進 事 業 にた ず

さわ る。Elizabeth氏 に とっ て こ の仕 事 は,ア ボ リジ ニで あ る彼 女 が ア ボ リジ ニを 支

援 す るた め の 最初 の実 践 で あ った。 彼 女 が担 った のは,1980年 代 後 半 か ら本 格化 す る

州 政 府 の 事 業 で あ る。 た と え ぽ 雇 用 促 進 事 業 は,1977年 に 連 邦 政 府 のAboriginal

EmploymentDevelopmentPolicyの も とで ノー ザ ソテ リ トリー の辺 境 の コ ミsニ テ ィ

を対 象 に 開 始 され た。

こ の雇 用 促進 事 業 は コ ミュ ニテ ィ居 住 者 の失 業 保 険 金 を一 括 して プ ール し,コ ミュ

ニテ ィ発 展 の た め の事 業 を お こ し,コ ミュ ニテ ィ ・メ ソバ ーを そ の事 業 に 雇 用 して,

彼 ら の現 金収 入 を サ ポ ー トす る もの であ る 【CDEPWORKINGPARTYREPORTl990】 。

それ は 現 在,狩 猟 ・漁撈 活 動 な ど とい った 伝 統 指 向的 な経 済 活 動 に 支障 を きた す な ど,

あ らた な問 題 を 生 み だ して き て い る 【ARTHURl991】 。 しか し,と もか く彼 女 は この

事 業 に もたず さわ り,ア ボ リジ ニのた め の仕 事 を 実 践す る。

こ う して トライパ ルな 社会 と都 市 社 会 の両 方 を知 る こ とに な った 彼 女 は,政 府 の ア

ボ リジ ニ政策 がSelf-Determination政 策 に も とつ く汎 アボ リジ ニ主 義 に い まだ に よっ

て い る こ とを批 判 す る。 そ の彼 女 の話 しぶ りには,自 己 を超 え て ア ボ リジ ニを知 ろ う

とす る姿 勢 が み られ るの で あ り,そ れ 故 に彼 女 は 都 市 か ら も トライ バ ル 社 会 か らも距

離 を 保 と うと して い るか の よ うで あ る。そ の彼 女 は 「キャンプ ・フ ァイ ア ーを た い て,

自然 の 中 で家 族 と一 緒 に暮 ら した い 」 とい い,そ れ が 「私 の ドリー ミソ グか な」 とい

う。Elizabeth氏 に と って,伝 統 社 会 が もった ド リー ミソ グの宗 教 性 は,も は や 大 き

な意 味 を もた な くな って い るの で あ る。

】v.討 論 都 市に生 きること

オース トラリア連邦 という国家の枠組みのなかで,都 市のアボリジニはその時どき

の政策に規定されて人生をおくってきた。 しかし,面 接調査によって得 られたこれら
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の資料は,被 面接者の選択と事例の少なさのために,都 市に住むアボリジニ社会を代

表 しているとはいい難い。この限界をいくらかでも克服するために,こ こでは面接で

知 り得た事柄,お よび1950年 代の同化政策以後におけるい くつかの報告から抽出され

る基本的な事項のあわせて5つ について,人 々の意見を検討することにしたい。

その5つ の項目は①都市に住むこと,② 辺境に住む人々に関す るもの,③ 学校教育,

④NewAustralianの 評価,⑤ 現在の政策としての多文化主義についてである。

1.都 市 に住 む こ と

広 域 アデ レー ドに居 住 す る ア ボ リジ ニは,1981年 セ ンサ ス で は 総 人 口の3.6%を 占

め る。 そ の 当時,彼 らの居 住 家 屋 は 図 の よ うな 分 布 を示 してお り,一 般 的 にみ て アデ

レー ド市北 郊 の サ リスベ リーSalisvury市 には ヨ ー ク半 島 お よび 南 オ ース トラ リア州

北 部 の 出 身者 が多 く,ポ ー ト ・アデ レー ド市 では ポイ ソ ト ・マ ッ ク レーや マ ー レー川

中 ・下 流 域 か らの 移 住者 が 多 い。 ゲ ー ル ら に よ る と[GALEandWUNDERSITZl982:

102],1975年 か らの5年 間 に ポ ー ト ・アデ レー ドに移 住 した 人hの6割 強 が,こ の地

に親 族 を も って い た とい う。

しか し,上 述 した事 例 か ら も推 察 され る よ うに,現 在 の 広域 ア デ レー ドに 居住 す る

アボ リジ ニ人 口の 約半 数 は こ の地 に 生 れ た人 々か らな り 【南 オ ー ス トラ リア 州立 博 物

館 のP.Clark氏 の教 示 に よ る】,彼 ら と従 前 か らの在 住 者 は と もに 「人 」 を 意 味 す る

ウ エス ト ・コー ス ト地 方 の言 葉 で 自 らをNunga(s)と よん で い る。

そ うした 人 々の な か で,ハ イ ス ク ールを 卒 業 して 以来30年 以上 に わ た っ て アデ レー

ドに居 住 して きた1941年 生 れ のMarry氏 は,都 市 に 暮 らす こ とをつ ぎ の よ うに説 明

す る。 「こ こに は仕 事 が あ り,家 が あ り,家 族 が い るか らで す 。 家 族 とい って も 白人

が い うよ うな核 家 族 で は な くて,叔 母 や叔 父 の 家 族,イ トコの家 族 を含 め た大 きな フ

ァ ミ リーで す 。 こ の フ ァ ミ リーは 同 郷 の 出身 者 との 間 に 深 い つ な が りを も って い ま

す。 私 の 場 合 な らそ れ は ポ イ ン ト ・ピアス です 。 そ れ が 私 た ち の都 市 で の 生活 の精 神

的 な支 えで す。 けれ ど・ 現 代 化 した 私 た ち は伝 統 社 会 の神 話 や儀 礼 につ い て は全 く何

も知 りませ ん。 ス ピー ドの 早 い忙 しい都市 の社 会 に 対 応 して生 き て い くの に精 一 杯 だ

か らです 」。

アデ レー ドに 居住 す る ア ボ リジ ニが 同郷 の 出身 者 と強 い つ な が りを もつ こ とは,さ

き のJudy氏 の発 言 に も認 め られ た よ うに,人 々の存 在 感 と深 くか かわ っ て きた。 こ

れ は 従 来 の研 究 で も指 摘 され て きた こ とで,た とえ ば キ リソ トソは1970年 の ポ ー ト ・

ア デ レー ドで の面 接調 査 に おい て,当 時30歳 と17歳 で あ った 男 性 の つ ぎ の よ うな 意 見
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図6ア デ レー ドに居 住 す る ア ボ リジ ニの住 宅 分 布[GALEa--CIWUNDER＄ITZl982:54] .
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を紹 介 してい る。

「同 じ リザ ー ブの 出 身者 は 相互 にStick-upし てお り,そ の 状 態 は多 くの人 々か ら

うらや ま しが られ,と き に は嫉 妬 され る」 とか,「 これ までず っ と都 会 人 と して生 活

して きたが,自 分 を リザ ー ブに ア イ デ ンテ ィフ ァイ した い」 とい った例 であ る 【KILレ

INGToNl971:14-20】 。

そ れ は彼 らのアイデンティ テ ィが,親 族 関 係 を媒 介 に して確 認 可能 な 出身 地 を 基礎

に もつ こ とを 明 らか にす る。 都 市 の ア ボ リジ ニに と って,そ れ は そ の ま ま 自 らが どの

トライ ブの系 譜 に つ な が る人 で あ るか を 明確 に す る。 無 論,そ の 確 認 の手 続 きは,父

系 出 自を 基 本 と した 伝統 社 会 とは 異 って い る。 白人 との混 血 の子 孫 で あ る前 出 のBet-

ty氏 やMagaret氏 の よ うに,そ れ は 多 くの場 合 ア ボ リジ ニで あ る母 方 の系 譜 をた ど

る こ とに な る。 こ う した事 情 の故 に,上 述 した面 接 に お い て も,彼 女 らは祖 父母 との

関 係 を 確 認 した り,出 身地 を 明 らか に した うえ で,そ れ ぞ れ の生 活 体 験 を語 りは じめ

た の で あ る。

しか しこの こ とは,都 市 に住 む ア ボ リジ ニ 自身 に,ポ イ ソ ト ・マ ッ ク レー出 身者 と

か ウエ ス ト ・コ ース ト出身 者 とい った よ うな 出 身地 に も とつ い た人 の区 別,な い し認

識 を もた らす こ とに な る。 そ うした彼 らア ボ リジ ニ相 互 の認 識 に 関す る基 本 概 念 を論

じた シ ュ ワブは[SCHWAB1991:81-82】,認 識 の 中核 をな す の は家 族 とそ の 血 縁 の 親

族 で あ り,特 定 の ミッ シ ョンや リザ ー ブとい った 出 身地 を 同 じ くす るそ れ 以 外 の 親 族

で あ る と述 べ る。 そ して この認 識 が,し ば しぽ トライ バ ル な識 別 と対 応 す る こ とを 明

らか に して い る。 そ して,そ の彼 らの認 識 の 最 外 縁 に 位 置 す るの は,UnknownPer-

sonと よぽ れ る人 々で あ る とい う。

した が って ア デ レー ドへ の新 しい移 住者 に と って,こ の 社会 は強 い 閉鎖 性 を もつ こ

とに な る。 それ が も っ と も顕著 に作 用 す るの は,南 オ ー ス トラ リア州北 部 を は じめ と

す る伝 統 指 向型 の トライ バ ル な社 会 か らの移 住 者 で あ り,遠 隔地 や 他 州 か らの移 住 者

に対 してで あ る。ア デ レー ドに居 住 す る彼 らの数 も,同 じ出身 地 の人 も少 な い うえに,

しぼ しぼ 彼 らの態 度 や し ぐさを 包含 した もの と して の言 葉,服 装 な どが アデ レー ド在

住者 と異 な る。 何 よ りも認 識 の 中核 を なす 親 族 は,移 住 して きた 家族 以 外 に な い こ と

が 多 いか ら であ る。

た だ し この認 識 の カテ ゴ リーは,不 変 では ない 。UnknownPersonが 人 々 の認 知 を

得 るに は長 い年 月 が 必要 だ とは いx..そ れ に8年 を要 した例 が あ る,移 住 者 た

ち もい ず れ は認 知 され た 人 々の地 位 を獲 得 す る こ とが 知 られ て い る[Scxwas1991:

81-8210
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その彼らは,都 市に住むアボリジニの現状についてつぎのようにいう。たとえぽア

デレー ドで30年をす ごしたサウス ・イース ト出身の51歳になる女性は 「いまの若者は

完全に文化をなくしてしまった。彼らは同じトライブの出身者同志でも平気で結婚 し

た りする。彼らを リザーブに連れていって再教育すべ きだ」とい う。伝統社会がもっ

た外婚規制は,現 代の都市ではもはや全 く意味をもたなくなった。あるいは1941年生

れの別の女性は 「いまのアデレー ドのアボリジニは,私 たちとちがってアボリジニ同

志の連帯 もなく,子 供にもほとんどしつけを しない」 と語る。

1950年代以後,ヨ ーロッパ人との結婚がすすむなかで,彼 らはいまこうしてまずア

ボ リジニであろうとする。それはいわゆる白人社会の彼らへの対応に対する,現 実的

な不満や批判となって表出する。

その1つ の例として,さ きに紹介したポー ト・アデレー ド市のNgurunderiCouncil

の建設をめぐる地域住民の反応がある。カウンシルの建設が決定するとこの地域の住

民は,多 数のアボリジニが集 り,酒 をのみ,治 安が悪 くな り,土 地の価格が下がると

い うことを理由に,カ ウンシル建設に反対 したとい う。これはキ リス ト教会の援助 と

裁判とによって解決したが,都 市社会はこの種の現実的な問題をいくつか抱えている

とみられる。

そ うした事実への人hの 不満は,つ ぎのような発言に集約されるのかもしれない。

「我われはオース トラリアのために鉄道や道路の建設に従事 した し,軍 隊に入って国

を守 りもした。それなのに政府もオース トラリア人もこのことを何も評価 しない。そ

れを獲得するためにも我われは連帯 しなけれぽならない」。これは,「スピー ドの早い

忙 しい都布の社会に対応 して生 きてい くのに精一杯です」 と話 した,さ きのMarry

氏の意見である。

2.辺 境に住む人々について

アデ レー ドに 在住 す る多 くの ア ボ リジ ニは,辺 境 に住 む 人 々を,伝 統 文 化 の確 か な

保 持者 だ と とらxて い る。 そ の 彼 らに と って 自 らの 出 身地 で あ る南部 諸 地 域,と りわ

け か つ て の ミ ッシ ョ、ソは,辺 境 に は 含 まれ な い。

た とえ ぽ,Ngarrindjeriを 主 と した ポ イ ソ ト ・マ ック レイ の場 合,ミッション と し

て 運 営 が 開始 され た 当初 か ら,そ の 資 金調 達 のた め に彼 らは 果 樹 を栽 培 し,刈 り取 っ

た ウ ール の 水 洗 い に 従 事 し,コ ー ラ ス ・グル ー プを 結 成 して 公 演 を お こ な うな ど

[.TENKIN1979】,狩 猟 採 集 とは 無縁 な経 済 活 動 を 継 続 して きた か らで あ る。 そ れ 故 に

このミッション は,1840年 代 に お いて さえ,外 部 か らはす で に 「辺 境 の単 な る ス ラ ム
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に す ぎず」,「他 と識 別 で きる よ うな文 化 を もはや 保 持 して い な か っ た」 とみ られ て い

た 【INGLIS1964:115-116】 。

現 在,ア デ レー ドに 住 む 人hy"と って の 辺境 は,南 オ ース トラ リア 州北 部 や ノ ーザ

ンテ リ トリーで あ る。 そ の 南 オ ー ス ドラ リア 州北 部 に1967年 に 建設 され た ア ボ リジ ナ

ル ・コ ミュ ニテ ィ,イ ンダル カナ を訪 問 したMargaret氏 は,上 述 した 面 接 に お い て,

伝 統 文 化 を 保 持 す る人 々 の生 活 に カ ル チ ャー ・シ ョ ックを うけ た と語 る。 また,ノ ー

ザ ソテ リ トリーの トライバ ル な コ ミュニ テ ィを 数 多 く訪 問 したElizabeth氏 は,北 の

辺境 に住 む 人 々 と南 の都 市 居 住 者 との交 流 は 非 常 に 困 難 だ と話 して い る。

この2人 の意 見 は,彼 女 らが アボ リジ ニの なか に 異 った世 界 の存 在 を み,都 市 と辺

境 の 間 に文 化 的 距 離 を 感 じて い る こ とを 明 らか にす る。 そ れ は ア デ レー ド在 住者 が も

つ 辺境 の ア ボ リジ ニ観 の1つ であ る。 これ に対 して都 市 居住 者 の なか には,自 らを辺

境 の文 化的 な脈 絡 のな か に お こ うとす る例 が あ る。 それ は 多 くの ア デ レー ド在 住 者 が

出身 地 に 自己 を ア イ デ ンテ ィフ ァイす る こ とへ の対 応 とも とれ る行 為 で あ り,そ れ 自

体1つ の辺 境 の ア ボ リジ ニ観 とみ られ る もの で あ る。

西 オ ー ス トラ リア州 出身 で,ア デ レー ド北部 の サ リス ベ リー市 に 住 むJack氏 の生

き方 が,そ の 例 とな る。10数 年 間 にわ た って広 域 アデ レー ドに 居 住 して きた30歳 代 後

半 のJack氏 はつ ぎ の よ うに い う。 「ア デ レー ドへ きて か らは,コ ミ ュニテ ィ ・カ レ ッ

ジの ピチ ャ ソチ ャチ ャ ラ語 の講 座 に で た こ ともあ る。 む つか し くて モ ノに な らな か っ

た が。 それ を 機 会 に長 老 と知 り会 い に なれ,伝 統 文 化 を教 え て もら った 。 クイ ンズ ラ

ソ ド州 で あ った ダ ンス ・フ ェス テ ィバ ル で は ボ デ ィ ・ペ イ ンテ ィ ソ グを して 皆 と一 緒

に お ど った こ とも あ る。私 は夕 陽 か ら も,風 か ら も,雲 や オ ー ムの鳴 き声 か ら も メ ッ

セ ー ジを うけ とる こ とが で き る。 た とえ ぽ オ ー ム が そぽ へ きて 鳴 い た りす る と,そ れ

は知 人 か 親族 の誰 かが 私 を たず ね て くる こ との予 兆 だ」。

西 オ ース トラ リア州 出身 のJack氏 は,こ うして南 オ ー ス トラ リア州北 部 の伝 統 指

向型 の社 会 に 積 極 的 に コ ミヅ トす る。 彼 の この 行 為 は,ア デ レー ドとい ういわ ぽ 異 郷

に移 住 した 都 市 の ア ボ リジ ニ と して,自 己 を 同 定 す る た め に,別 の 地域 の別 の文 化 を

習 得 し よ うとす る もの で あ る。彼 に と って辺 境 は,居 住 経 験 の有 無 とは 無 関 係 に,ア

イ デ ソテ ィテ ィと深 くか かわ る二 次 的 な 出身 地[SCxwaB1991:80】 を なす ので あ る。

都市 と辺 境 との 文 化 的距 離 へ の対 応 か らは,少 な くと も この2つ の辺 境 の アボ リジ

ニ観 が 明 らか に な る。 しか し,そ れ は 人hが おか れ た 時 代 の 情 況 に つれ て,変 化 して

きた 。 た とえぽ 長 い同 化 策 の あ との1960年 代,都 市 の人hは 自 らを辺 境 の人hよ りソ

フ ィス テ ィ ケ ー トされ て い る とみ な して い た 【INGLISl961】 。70年 代 に な って も類 似
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した辺 境 の ア ボ リジ ニ観 の あ った こ とが報 告 され て い る。 いわ ゆ る フ リンジ ・ ドゥエ

ラ ーを 体 験 し,白 人 と結 婚 して ポ ー ト ・アデ レ ー ド市Y'住 んだ 女 性 は,「 多 数 の 都 市

ア ボ リジ ニは,北 か らや って くる トライバ ルな 人 々を こわ が って い る」 と語 って い た

[KILLINGTON1973:91-92]0

3.学 校 教 育

南 オ ー ス トラ リア州 の学 校 制 度 で は,プ ライ マ リー7年,セ コ ンダ リー5年(い ず

れ も最 低 必 要 年 限)で,カ レ ッジを 含 む タ ー シ ャ リー段階 の教 育 は3年 以上 とな って

い る。 こ の制 度 の も とで は,ア ボ リジ ニ子 弟 だ け を 対 象 に した 公 的 な学 校 教 育 は お こ

なわ れ なか った 。 彼 ら も白人 の子 弟 も同 じ学 校 に か よ った の であ り,ア ボ リジ ニの 子

弟 だ けを 対 象 に した教 育 は リザ ー ブや ミッシ ョ ンに 限 られ てい た 。 そ こで の教 育 内 容

は,英 語 の読 み 書 き と会 話 お よび 算 数 が 中心 で,上 述 したBetty氏 やJudy氏 の 発言

に もあ る よ うに,こ の教 育 が 彼 らの 伝統 文 化 を 破壊 した主 要 な 要 因 の1つ とな った 。

そ のJudy氏 と,同 じ く同 化政 策 の時 代 に少 女 期 をす ご したMargaret氏 とは,と

もに1950年 代 に ハ イ ス クール を 卒 業 して い る。 また 前 出のMarry氏 も,1960年 代 に

ア デ レー ドで ビジネ ス ・カ レ ッジを お え て い る。 しか し,ハ イ ス ク ール卒 業 とい う学

歴 の保 持 者 は きわ め て少 な い。1970年 当時,そ の 割 合 は 白人 が 約23%で あ る のに 対 し

て,ア ボ リジ ニは 約2%に す ぎな か った。 当 時 で もア ボ リジ ニの 多 くは進 級 が 遅 く,

低 学 年 の うちに 学校 をや め て しま う者 が多 か った 【BosTocK1977:135,138]。

そ う した なか で,比 較 的高 い学 歴 を もつ人 が 女 性 で あ る こ とは 偶 然 で は な い。 ゲ ー

ル に よ る と 【G飢E1972:243-244】,男 性 は 就 学 期 間5～7年 で プ ライ マ リー段 階 を

や め て しま うこ とが 多 い の に対 し,女 性 では プ ライ マ リーか ら セ コ ン ダ リー段 階 に か

け て8年 か ら10年 以 上 就 学 す る例 が 多 い か らで あ る。1981年 に お い て も,セ コ ソ ダ

リーの教 育 を うけ るア ボ リジ ニ子 弟 へ の奨 学 金 の 受 領者 は,63%が 女 性 に よって 占め

られ てい る 【BuRGMAN1982】 。 カ レッジ を卒 業 し,B,A.を 取 得 したElizabeth氏 は,

彼 らの社 会 に おけ るエ リー トとい うべ きで あ ろ う。

そ う した 学 歴 や 就学 期 間 の長 短 は,都 市 に生 き る彼 らに とって,職 業 の選 択 に も影

響 を与 え る な ど,現 実 的 な生 活 上 の 問題 を もた ら して い る。 そ の 一 方 で一 部 の 白人 の

間 に は,多 文 化 主 義 との かか わ りの な か で,ア ボ リジ ニに対 す る この種 の公 的 な 学校

教 育 のあ りか た へ の批 判 が現 れ は じめ て い る。 そ れ は彼 らを 能 力 に も とつ いて 個 別 化

す る もの で あ り,白 人 中心 的 な 価値 を植 えつ け る成 績 主 義 だ とす る批 判 で あ る 【Mox-

RIS1988:X1]0
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4.NewAustralianと 多 文 化 主 義

1949年,オ ース トラ リア連 邦 が 基幹 労 働 者 と して 受 け入 れ た 移 民 は約50万 人,当 時

の 総 人 口の6%に 達 した。 彼 らは そ の2/3が 非 イ ギ リス 系移 民 で あ り,多 様 な 出 身地

の 故 にNewAustralianと よぼ れ,そ の後20年 間 に わ た って オ ース トラ リア の経 済 発

展 に 貢献 す る 【MoLoNY1987:295】 。

そ のNewAustralianに つ い て,上 述 したMargaret氏 は,ポ ー ラ ソ ド人 との結 婚 も

あ って きわめ て好 意 的 で あ る。 しか し,こ れ がそ の ま ま当時 の都 市 居 住者 の一 般 的 な

見 解 だ ったか ど うか は 疑 わ しい。 南 オ ース トラ リア州 北部 出身 のRobert氏 は,「 彼 ら

が 私 た ち を差 別 しなか っ た とは 思 わ な い 。 彼 らは私 た ち を 平 気 で ア ボ リジ ニ と よん

だ 」 とい う。 自 らをNunga(s)と よぶ アデ レー ド在 住 者 に と って,そ れ は差 別 的 な言

葉 であ った。 ア ボ リジ ニ とい う呼称 そ の もの が,彼 らに と って は,す で に述 べ た オ ー

ス トラ リア ・ア ボ リジ ニ史 の な かか ら生 み だ され た もの で あ る。 しか し移 民 は,そ う

した経 緯 を ほ とん ど何 も知 らな か った 。 む しろ大 多 数 の アボ リジ ニ に と って,多 数 の

移 民 が 都 市 に 吸収 され,仕 事 を 得,家 を も った こ とのほ うが 問題 で あ った 。

いず れ に して も,こ の大 量 移 民 の受 け 入 れ は,や が て この 国 の社 会 や 政 治 に 変革 を

せ まる こ とに な る。 具 体 的 に は そ れ は1970年 代 に お け る多 文 化 主 義 の 台頭 と,そ れ を

背 景 に した アボ リジ ニ の土 地 権 の承 認 と して 現 れ る 【MORRIS1988:67】 。

そ の 多文 化 主 義 は,各 々 の エス ニ ック ・グ ル ー プに よる利 己 的 プ ロ グ ラムの 過 度 の

強調 を排 した うえ で,民 族 の 多 面 的 な結 合 を め ざす もの と して1975年 に公 表 され る。

しか し,こ れ に つ い て もア デ レー ドに住 む ア ボ リジ ニは否 定 的 な見 解 を もっ て い る。

た とえ ば,前 出 のMarry氏 は,「 この施 策 は移 民 を優 遇 す るだ け で す。 彼 らの 言 語,

音 楽,食 べ 物,舞 踊 そ の他 を オ ース トラ リア人 と同等 に評 価 す る。 け れ ど,ア ボ リジ

ニの 言 語や 文 化 の 維 持 に つ い ては,こ の施 策 は私 た ちを少 し も勇 気 づ け て くれ な い」

と受 け とめ て い る。 あ るい は さ きのNgurunderiCounci1所 長Johnny氏 は つ ぎ の よ う

に い う。 「多文 化 主 義 か らは じ き出 され て い る グル ープ が1つ だ け あ る。 そ れ が ア ボ

リジ ニだ。 私 が そ うい うの は失 業 率 の高 さが証 明 してい るか らだ。 この コ ミュ ニテ ィ

の労 働 人 ロ約2000人 の50%が 失 業 中だ 。 政 府 は ア ボ リジ ニの失 業 率 もそ の 他 の エ ス ニ

ック ・グル ー プの失 業 率 も同 じだ とい うが,母 数 が違 う。 ア ン フ ェア ー とい う しか な

い 」。 多 文 化 主 義 の も とで は,企 業 は 一 定 の 割 合 で エ ス ニ ック ・グル ー プ 出身 者 を雇

用 す る こ とが義 務 づ け られ て い るか らで あ る。

大量 の移 民 が もた ら した 変 革 の も う1つ は ア ボ リジ ニ の土 地 権 の承 認 であ る。1976
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年,連 邦 議 会 はAboriginalLandRights(NothernTerritory)Act1976を 全 会 一致 で可

決 す る。 そ れ が 実 際 に施 行 され,ア ボ リジ ナ ル ・ラ ン ド ・トラ ス トと称 され るア ボ リ

ジ ニの土 地 財 団 が 管理 す る地 域 が 設 定 され る のは,1980年 の こ とで あ る。

これ が注 目され るの に は,い くつ か の理 由が あ る。 そ の1つ は,こ の法 律 が ノ ーザ

ンテ リ ト リー全 域 を対 象 に,ア ボ リジ ニへ の土 地 の返 還 請 求 権 を 認 め た こ とで あ る。

2つ め は そ の ア ボ リジ ニを 以 下 の よ うに規 定 した こ とで あ った。 す なわ ちそ れ は 「特

定 の 土地 につ いて 精 神的 な帰 属 意 識 を もち,ア ボ リジ ニの伝 統 に した が って,そ の 土

地 の 全域 にわ た っ て遊 動 す る資 格 を もつ こ と」 と した 。 さ らに 「ア ボ リジ ニの伝統 」

につ い ては,「 ア ボ リジ ニ また は彼 らの コ ミュ ニテ ィな い しグ ル ー プが もつ 伝 承,儀

礼,慣 習,信 仰 で あ り,そ れ らの 根 幹 が人 や 場 所,土 地,事 物 あ るい は親 族 関 係 の な

か で機 能 して い る こ と」 と規 定 した[NEATEl989:15】 。 これ らの規 定 は,特 定 の 土

地 との か かわ りの なか で 自己 の存 在 を 確認 して き た,い わ ゆ る辺 境 の ア ボ リジ ニ の宗

教 お よび価 値 観 を積 極 的 に認 めた もの で あ る。 モ リスは これ を,ア ボ リジ ニ政 策 に 導

入 され た エ ス ニ シテ ィの 例 だ とす る 【MORRIsl988:81】 。

こ う した動 向 は南 オ ース トラ リア州 に お い て も,・'1年 代 の2つ の土 地 権 法 の制 定

に反 映 され る。 そ れ はThePitjantjatjaraLandRightsAct1981とTheMaralinga

TjarutjaLandRightsActl984で あ る。 しか しこの2つ の法 律 は,そ の名 称 が示 す よ

うに,南 オ ース トラ リア州北 部 の個 々の グル ー プを対 象 に した もの で あ った 。 それ 故

に これ は 都 市 の 居 住者 に と って,ほ とん ど現 実 的 な 意 味 を もた な か った。

V.ま と め

都 市 に居 住 す る アボ リジ ニは,積 極 的 な 隔 離 か ら同化 政 策 の 時代 に形 成 され た。 そ 、

れ 故 に,た とえ トライバ ル な社 会 の 出身 者 で あ って も,彼 らは 自 らが所 属 した 文 化 と

断絶 す る こ とに な った。 そ う した 人 々に とっ て 自己 の存 在 を保 証 した の は,近 縁 の 親

族 や 出身 地 であ る。 この親 族 や 出 身 地 が もつ 意 味 は,多 文 化 主 義 政 策 の も とで,い ま

再 び ア ボ リジ ニで あ ろ う とす る人 々に と って も変 らな い。

そ して彼 らは ア ボ リジ ニ で あ る こ とを,ア ボ リジ ニの 出 自を もつ こ とす なわ ち血 と,

そ の血 が保 証 す る他 民族 に は な いSpiritualityと して認 識 す る。 そ の認 識 が,彼 らの

マナ ーや 行 動 の総 体 と して の ス タイ ル を確 か な もの とす る。 こ うした精 神 的 な裏 づ け

を もつ ス タ イ ル,シ ュ ワブ の用 例 を借 りれ ばBlackfellaWayは[SCHWAB1991],ア

デ レー ドに在 住 す る人 々 の行 動 の規 範 とみ て よい。 アデ レー ドの ア ボ リジ ニ社 会 が 閉
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鎖 性 を もつ の は,こ の た め で あ る。

そ のBlackfellaWayは,イ ギ リス 系 オ ー ス トラ リア人 に お け る行 動 の様 式,マ イ

トシ ップMateshipに 対 応 させ 得 る。 彼 らは イ ギ リス を離 れ て か ら今 日ま で の間 に,

独 立心 と友 情,相 互 扶 助 の意 識 を 基礎 に もつ マイ トシ ッ プ とい う行 動 の様 式 を確 立 し

て きた。 そ れ は イ ギ リス系 オ ース トラ リア人 の 生 活 の,少 な く とも1つ の よ りどこ ろ

で あ った。

この よ うな視 点 に 立 て ば,こ のBlackfellaWayは,イ ギ リス系 オ ース トラ リア人

と同 じ文 脈 に お いて,ア デ レー ドに 居住 す る人 々の 文 化 の創 造 の現 れ とみ る こ とが で

き る。 そ の文 化 に,辺 境 の 伝統 指 向型 社 会 との連 続 性 や 同 質性 を求 め る必 要 は な い 。

そ れ は あ くまで もNunga(s)の 文 化 なの で あ る。

付 記

この報告 の もとにな った資料は,文 部省科学研究費補助 金国際学 術研究(共 同研究 課題番

号02044162)に も とつ く調 査に よって得た ものであ る。調査 にご協 力いただいた各位にお礼 申

しあげる。 また この報告 の内容 に関 しては,国 立民族学博物 館の共同研究 「世界の周辺諸民族

の現在」(代 表者清水昭俊教授)に おける発表 で,班 員各位か ら有益な コメン トをいただ いた。

記 してお礼 申 しあげ る。
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